
「品川区障害福祉計画・品川区障害児福祉計画（素案）」および 

パブリックコメントの実施について 

１．素案策定までの経過 

  平成 29 年 ６月 23 日 第１回品川区地域自立支援協議会 

  平成 29 年 10 月 11 日 品川区視覚障害者福祉協会ヒアリング 

  平成 29 年 10 月 14 日 品川区精神障害者家族会（かもめ会）ヒアリング 

平成 29 年 10 月 17 日 品川区肢体不自由児・者父母の会ヒアリング 

品川失語症友の会ヒアリング 

品川区聴覚障害者協会ヒアリング 

平成 29 年 10 月 24 日 品川区高次脳機能障害者と家族の会ヒアリング 

平成 29 年 10 月 29 日 ポラリス品川ヒアリング 

  平成 29 年 10 月 30 日 品川区知的障害者育成会ヒアリング 

  平成 29 年 11 月 17 日 計画策定意見交換会 

（品川区障害者七団体協議会、障害者相談員） 

  平成 29 年 11 月 20 日 第２回品川区地域自立支援協議会 

  平成 29 年 11 月 21 日 品川区重症心身障害児（者）を守る会ヒアリング 

２．計画素案について 

 別紙のとおり 

３．今後のスケジュール 

 （１）パブリックコメント実施 

    広報しながわ 12 月 11 日号、区ホームページに記事を掲載 

    期  間：平成 29 年 12 月 11 日から 12 月 28 日まで 

閲覧場所：障害者福祉課、地域センター、保健センター、図書館、 

区政資料コーナー 

 （２）第３回品川区地域自立支援協議会 

    平成 30 年 2 月、パブリックコメントをふまえた最終審議 

 （３）計画公表 

    平成 30 年 4 月、区ホームページ、広報しながわにて公表 

厚 生 委 員 会 資 料

平 成 2 9 年 1 1 月 2 9 日

福 祉 部 障 害 者 福 祉 課



平成 30 年 4 月 

品川区 

第５期品川区障害福祉計画 

第１期品川区障害児福祉計画 

（素 案） 
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第１章 計画策定の概要

１ 計画策定の趣旨                         

近年、我が国においては長寿化が進み、障害者やその介護者の高齢化、障害の重

度化・重複化という問題が顕在化している一方で、情報化の進展により人々の価値

観やライフスタイルが多様化し、障害者を取り巻く社会環境は大きく変化していま

す。このような状況下で障害者の意識も変化し、社会参加や就労、地域における自

立した生活への意欲が見受けられるようになりました。 

障害者施策において国は、共生社会の実現が明記された平成 23 年の「障害者基

本法」の一部改正に始まり、平成 24 年の「障害者虐待防止法」施行、平成 26 年の

「障害者総合支援法」の完全施行、平成 28 年の「障害者差別解消法」施行に至る

まで、制度の集中的な改革を推進してきました。 

区では、平成 20 年 4 月に「品川区基本構想」、平成 21 年 4 月に「品川区長期基

本計画」（平成 26 年 4 月改定）を策定し、その計画を構成する個別分野の１つであ

る「みんなで築く健康・福祉都市」の実現に向け、障害者基本法に基づく「品川区

障害者計画」を平成 27 年に策定しました。あわせて、障害福祉サービス等の見込

量や確保のための方策を定める「品川区障害福祉計画」を策定しました。 

本計画は、前計画で取り組んできた施策の評価および検証を行い、今後重点的に

取り組むべき課題を明確にし、国の動向にも対応しながら障害者への総合的な支援

施策の一層の推進を図ることを目的として策定したものです。また、本計画から児

童福祉法第 33 条の 20 第 1 項の規定に基づく「品川区障害児福祉計画」を包含する

計画として策定します。 

計画の策定にあたっては、品川区地域自立支援協議会において、前計画の評価お

よび検証から計画の策定まで審議を行うとともに、障害児実態・意向調査の実施、

障害者団体へのヒアリング、パブリックコメントの実施等により、幅広い区民意見

や要望を聴収し、計画に反映させました。 
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２ 計画の性格・位置づけ                         

  「品川区障害福祉計画」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）第 88 条の規定に基づく市町

村障害福祉計画として、障害福祉サービスの提供体制の確保や事業の円滑な実施の

ための方策等を定めるものです。本計画に包含する「品川区障害児福祉計画」は平

成 28 年 6 月の児童福祉法の改正に伴い、平成 30 年度より策定が義務付けられたも

のです。 

  「第 5 期品川区障害福祉計画」は、「第 1 期品川区障害児福祉計画」と一体のも

のとして策定します。国が平成 29 年 3 月に策定した「障害福祉サービス等及び障

害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（障害福祉サービス

等の提供体制の確保に関する基本的事項や成果目標、障害福祉計画及び障害児福祉

計画の作成に関する事項、地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な

事項等を国が定めたもの）に即し、年度ごとに障害福祉サービス等の提供体制の確

保に係る成果目標および見込量、地域生活支援事業の実施に関する事項を定めてい

ます。 

  本計画は、「品川区基本構想」および基本構想が掲げている区の将来像を実現す

るために策定された「品川区長期基本計画」の障害者施策に関する下位計画として

位置づけられています。また、社会福祉法第 107 条に基づく地域福祉計画である「品

川区地域福祉計画」、子ども・子育て支援の取組み促進のための教育・保育施設な

どの整備計画である「品川区子ども・子育て計画」との整合性を図っています。 

■ 図表 1-1 品川区障害福祉計画の位置づけ 
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３ 計画期間                            

  本計画は、国が定める基本指針に基づき、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3

年間を計画期間とします。 

■ 図表 1-2 品川区障害福祉計画の計画期間 

４ 計画の策定体制                           

（１）品川区地域自立支援協議会 

        区では、障害者等への支援体制の充実のために、障害者総合支援法に基づ

く「品川区地域自立支援協議会」を設置しています。協議会では、「相談支

援部会」、「社会資源強化推進部会」、「就労支援部会」、「子ども支援部会」、「日

常生活用具検討部会」を設置し、障害者団体代表、関連機関および事業者が

参画し、課題解決に向けた協議を行っています。本計画は、障害者総合支援

法第88条第8項の規定に基づき、協議会に意見聴取しながら策定しました。 

■ 図表 1-3 品川区地域自立支援協議会 

年度（平成） 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

品川区長期基本計画 21～30【10年】 

品川区障害者計画 27～35【9年】

第5期品川区障害福祉計画 30～32【3年】

第1期品川区障害児福祉計画 30～32【3年】

品川区地域福祉計画 23～32【10年】

品川区子ども・子育て計画 27～31【5年】 

相談支援

部会 

就労支援

部会 

社会資源強化 

推進部会 

日常生活用具 

検討部会 

子ども支援

部会 

専門部会 

・障害者計画・障害福祉計画の策定および進捗の検証 ・ネットワーク構築   

・サービス支給量等の中立・公平性の確保      ・権利擁護の推進 

・サービスの向上やサービスの適正化等の評価     

・相談支援事業等の運営評価             

全 体 会 
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（２）品川区障害福祉計画・障害児福祉計画策定のための意見交換会等 

     平成 29 年 10 月～11 月にかけて障害者団体を対象としたヒアリング、11

月 17 日に品川区障害者七団体協議会および障害者相談員を対象とした意見

交換会を実施しました。 

（３）パブリックコメント 

     平成○年○月○日から○日まで、区広報誌を通してパブリックコメントを

実施しました。 

５ 計画の推進に向けて                         

（１）総合的な計画推進体制の強化 

障害福祉施策の総合的な推進のために、計画は全庁的な取組みとして捉え、

各部署における障害福祉施策を推進するとともに、福祉・保健・教育・雇用・

まちづくりなど、関係部署が一体的な取組みを推し進めています。また、庁

内にとどまらず、福祉・保健・医療・教育・雇用関係機関等との連携を強化

します。 

（２）地域における連携・協力体制の活用 

障害のある人の地域生活への支援や就労支援、障害への理解の醸成のため

に、サービス提供機関、ボランティア団体、地域の関係者・関係機関および

障害者団体等と連携・協力し、障害のある人も参加した地域で支え合うまち

づくりを進めていきます。 

（３）計画の点検・評価 

     定期的に障害福祉サービス等各事業の進捗状況や目標達成状況について

点検・評価を行います。施策・事業の有効性について検証を行い、効果的か

つ適切な施策・事業の実施に努めます。 
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（４）計画の進行管理 

     計画の円滑・着実な実行のために、成果目標および活動指針については、

少なくとも 1年に 1回以上その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向

も踏まえながら計画の中間報告として分析・評価をし、必要があると認める

ときは、計画の変更や事業の見直し等を行います。分析・評価については、

自立支援協議会がその役割を担います。 

障害者総合支援法においては、市町村は「障害福祉計画を定め、又は変更

しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなけ

ればならない」とされています。 

計画策定後は、自立支援協議会の場を活用して計画の進捗状況の検証を行

い、区として取り組むべき課題の明確化などを進めていきます。 

■ 図表 1-4 ＰＤＣＡサイクルのプロセス 

■計画の内容を踏まえ、事業を実施する。 
■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認め

るときは、障害福祉計画の見直し等を実施する。

■「基本指針」に即して成果目標および活動指標を設定するとともに、障害

福祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

■成果目標および活動指標については、少なくとも１年に１回以上その実績

を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画の

中間評価として分析・評価を行う。 

■活動指標については、実績を把握し、達成状況等の分析・評価を行う。 

■中間評価については、自立支援協議会が行う。 

■中間報告については、障害者団体等関係者からの意見聴取を行う。 

■障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方および達成すべき目標、サー

ビス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

基本指針 

計画（Plan）

改善（Action） 実行（Do） 

評価（Check） 
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第２章 障害者の現状

１ 障害者手帳交付者数の推移 

品川区の総人口に対する障害者手帳所持者の割合は、平成 29 年 4 月 1 日現在、

身体障害者手帳 2.5％、愛の手帳 0.5％、精神障害者保健福祉手帳 0.5％（推計値）

となっています。過去 6年の推移を見ると大きな変化はありません。（図表 2-1） 

■ 図表 2-1 品川区の総人口に対する障害者手帳所持率の推移 

２ 身体障害者の状況                       

  品川区の身体障害者手帳所持者は、平成 29 年 4 月 1 日現在 9,596 人で、そのう

ち 65 歳以上の割合は 68.4％となっています。（図表 2-2） 

平成 24 年度から平成 29 年度までの過去 6 年の推移を見ると、手帳所持者数は

2.9％、65 歳以上の割合は 4.4 ポイント増加しています。等級別割合には大きな変

化はありません。（図表 2-2、3） 

障害種別にみると、平成 29 年 4 月 1 日現在、最も多いのは肢体不自由 4,632 人、

次いで内部機能障害 3,437 人、その後は聴覚平衡障害・視覚障害が続いています。

（図表 2-4） 

※ 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、手帳の有効期限が 2年であるため、当該年度と前年度 

  の認定件数の合計値としています。 

354,574 366,852 370,361 373,732 380,293 385,122 

2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5%

0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
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   ■ 図表 2-2 身体障害者手帳所持者数の推移 

■ 図表 2-3 身体障害者手帳所持者の等級別割合の推移

■ 図表 2-4 身体障害者手帳保持者数の推移：障害種別 
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３ 知的障害者の状況                        

品川区の愛の手帳所持者は、平成 29 年 4 月 1 日現在、1,876 人で、そのうち 65

歳以上の割合は 10.4％となっています。（図表 2-5） 

平成 24 年度から平成 29 年度までの過去 6年間の推移を見ると、手帳所持者数は

19.6％増加しています。65 歳以上の割合に大きな変化はありませんが、等級別割合

では障害の程度が軽い人の割合が若干増えています。（図表 2-5、6） 

■ 図表 2-5 愛の手帳所持者数の推移 

■ 図表 2-6 愛の手帳所持者の等級別割合の推移 
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４ 精神障害者の状況                          

品川区の平成 28 年度の精神障害者保健福祉手帳の認定者数は 1,001 人となって

おり、手帳所持者数は増加傾向にあります。平成 24 年度から平成 28 年度までの過

去 5年間の推移を見ると、申請件数は 17.1％、認定件数は 32.8％増加しています。

（図表 2-7） 

■ 図表 2-7 自立支援医療費（精神通院）申請および精神障害者保健福祉手帳

の認定状況の推移 

■ 図表 2-8 精神障害者保健福祉手帳認定者の等級別割合の推移

※ 平成 29年度は推計値です 
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５ 障害児の状況                          

品川区の平成 29 年 4 月 1 日現在の身体障害者手帳所持者数 9,596 人のうち、18

歳未満の割合は 2％となっています。平成 24 年度から平成 29 年度までの過去 6 年

の推移を見ると、その割合に大きな変化はありません。（図表 2-9） 

愛の手帳所持者数については、平成 29 年 4 月 1 日現在の総所持者数 1,876 人の

うち、18 歳未満の割合は 22.8％となっています。その割合は、過去 6 年の推移に

大きな変化はありません。（図表 2-10） 

受給者証（児童発達支援、放課後等デイサービス）発行者数については、平成 28

年度で 523 人となっており、平成 24 年度から平成 28 年度までの過去 5年間の推移

を見ると、113.5％増加しています。未就学児、小学生は、それぞれ 83.5％、106.7％

増加しています。（図表 2-11） 

医療的ケア児については、平成 29 年 10 月 1 日現在で未就学児が 17 人、就学児

が 8人となっています。（図表 2-12） 

 ■ 図表 2-9 身体障害者手帳 18 歳未満所持者数の割合の推移 

   ■ 図表 2-10 愛の手帳 18 歳未満所持者数の割合の推移 
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   ■ 図表 2-11 受給者証発行者数の推移 

   ■ 図表 2-12 医療的ケア利用の年齢別実人数 

   ■ 図表 2-13 医療的ケアの内容・年齢別構成（複数該当あり） 

※平成 29 年 10 月 1 日現在で障害者福祉課および区内保健センターで把握している内容 

H24 H25 H26 H27 H28
未就学 139 143 183 224 255
小学校 105 102 133 183 217
中学校 0 1 12 25 31
高校 1 1 3 9 20

総数 245 247 331 441 523

医療的ケアの内容 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 10歳 11歳 12歳 14歳 計

気管切開 2 1 1 1 1 6

人工呼吸器 1 1 1 3

経管栄養 2 1 2 1 1 1 1 9

在宅酸素 2 1 1 1 5

導尿 1 1 2

吸引 3 2 1 1 1 1 3 1 1 14

吸入 1 1 1 1 4

胃瘻 1 1 1 1 2 1 7

延人数 7 7 5 4 4 4 4 7 2 1 2 3 50

年齢 人数

0歳 4

1歳 3

2歳 5

3歳 2

4歳 1

5歳 1

6歳 1

7歳 3

10歳 1

11歳 1

12歳 2

14歳 1

（単位：人） 

（単位：人） 

（平成 29 年 10 月 1 日現在、単位：人） 

※受給者証・・・児童発達支援、放課後等デイサービス 
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“自分らしく、あなたらしく、共感と共生の社会へ” 

～人それぞれのライフステージを通し、自分らしく生きられる地域社会の実現～ 

第３章 障害者施策推進の取組みと課題

１ 障害者施策推進の取組み 

（１）品川区障害者計画 

     区は、平成 27 年、「障害者基本法」第 11 条第 3 項に基づき、障害者施策

全般の基本的な理念や方向性、目標について定める「品川区障害者計画」を

策定しました。計画期間は平成 27 年から平成 35 年までの 9年間です。 

  ① 計画の基本理念

       ② 計画の基本方針

a.障害者のライフステージを通しての総合的・継続的な支援 

一人ひとりの人生が違うように、また人生に対する価値観が違うよう

に、障害のある方のライフスタイルや価値観、その時々のライフステー

ジごとに求められる支援も変化していきます。障害者が自ら必要と考え

る支援を選択し、生活を組み立て、可能なかぎり地域で自立し、質の高

い生活を送ることができるようになるためには、個々の障害特性やその

時々のニーズを的確に把握するとともに、本人をとりまく家族状況や家

庭環境、社会生活面を含めた生活環境全体に配慮した上で、様々な社会

資源・支援サービスに適切につなぐことが重要になります。乳幼児期か

ら就学期、成人期、高齢期へとそれぞれのライフステージごとの支援が

途切れることなく、総合的・継続的になされるよう、区全体の施策を展

開していきます。 

b.障害者の主体性の尊重 

障害者支援で大切なことは、障害者が自ら主体的に生活のあり方を選

択・決定していくことを最大限尊重することです。どんなに障害が重く

ても、その人らしく生きていくことが本人にとっての自立を意味すると

考え、自らの選択によって一人ひとりがより豊かに生活の質を高めるこ

とができるよう、様々な社会資源を整備していきます。一方、障害者が

主体的に働ける社会や文化・スポーツ活動等の余暇を楽しむ社会を推進

していくことも重要です。障害特性に配慮した環境整備とともに、働き

方を自己選択できるような就労メニューの工夫をすることで、障害者が
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安心して働きつづけられるような支援を充実させていきます。文化・芸

術活動、スポーツ等についても、障害者が主体的に自らのライフスタイ

ルを豊かにできるような支援を進めます。 

c.共に生きる、共に暮らす地域社会の実現 

障害者基本法の改正や障害者虐待防止法の施行、障害者差別解消法の

成立に至るまで、障害者の人権を守るための制度の整備が進んでいます。

これらの法整備により、日本は平成 26 年 2 月に障害者の権利条約に批

准しました。これらの制度・法整備は、障害者にとって大きな意義をも

つものです。障害者基本法にもうたわれている「全ての国民が分け隔て

られることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を

実現する」ためには、日常的に地域社会の中に交流の機会があることや、

一般区民が利用する図書館、文化センター、体育館などの公共施設の利

用が合理的配慮によりスムーズになっていくこと、児童福祉法や教育関

連の施策についても障害のあるなしに関わらず地域で共に育つ・育てる

ことを基本として捉えることが、共に生き、共に暮らしていく社会をつ

くっていく第一歩となります。障害者理解のための普及啓発活動の推進

を図り、共に生きる社会の実現をめざします。 

    ③ 重点施策 

 a.自立した地域生活実現のための在宅支援の強化 

障害者の基礎調査結果からも、地域で独立して生活したいという希望

が半数以上を占めているように、障害が重くても長く住み続けられるよ

う、地域支援・在宅支援を強化していく必要があります。 

就労支援体制の強化により障害者の社会参加が進みつつありますが、

今後は、合理的配慮の視点に立ち、障害特性を踏まえた教育体制、雇用

体制等社会生活の基盤の見直しを進めることが、自立を促進していく大

事な要素と考えます。その一方で、地域移行や地域定着支援の促進も含

め、支援を受けながらその人らしい自立生活を地域で支えるには、多角

的な視点が必要となります。 

居住環境の整備や居宅介護等の障害福祉サービスによる在宅支援の

強化とあわせ、地域センターや民生委員の協力といった身近な地域で日

常的に支えていく環境を整えていきます。また、重度障害者が地域で暮

らし続けるための保健医療部門と協働する仕組みなど、それぞれの暮ら

し方に合った支援が円滑に進められるよう、横断的なネットワーク体制

を強化していきます。 
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b.重度化・高齢化への対応 

障害のある方の重度化・高齢化に伴い、「老障介護」といわれるよう

に、支える家族も高齢化しています。支える家族が少ない場合、主たる

介護者に何かあった時には、突然在宅生活が成り立たなくなることもあ

ります。こうした老障介護の現状で、「親亡き後」を見据えた支援を構

築していくためには、高齢化により心身の機能が低下した方や、重度の

障害のある方、常に医療的なケアが必要な方でも安心して地域で暮らせ

る支援体制を整備する必要があります。在宅生活の見守りや困ったとき

の居宅介護サービスや宿泊できる体制、日中活動の場の組み合わせ等、

地域生活コーディネートを基本とした新たな仕組み「地域生活支援拠点」

の構築は欠かせないものです。 

また、介護保険サービスとの連携や、訪問診療・訪問看護・訪問訓練

といったアウトリーチ型サービスの提供には、福祉・保健・医療等関係

機関の連携が欠かせないものであり、支援体制の整備・構築をあわせて

進めていきます。 

相談支援を中心に据えながら、個々のライフステージごとに変化する

障害の状態像、家族の介護力や社会生活の環境の変化等、節目を見据え

た中長期的視点に立った継続した支援を進めます。 

c.療育支援体制の充実 

児童福祉法改正（平成 24 年）以降、国においても、障害児支援のあ

り方が改めて見直され、「子どもの将来の自立にむけた発達支援」だけ

でなく、「ライフステージを通した一貫した支援」、「家族を含めた総合

的な支援」、「できるだけ身近な地域における支援」が必要であるとうた

われています。 

区においても、成長段階において切れ目のない支援のために、保健セ

ンター等医療保健部門、保育課等子育て支援部門、教育委員会等教育部

門などの連携を強化し、組織横断的な支援・連携体制（ネットワーク）

を構築していきます。 

また、障害児の低年齢化・多様化に対応した早期からの発達相談や療

育を充実させるためには、児童発達支援センターに障害特性に応じた専

門職の配置が必須です。肢体不自由児も含めた療育体制をあらためて整

備するとともに、障害児を育てる保護者（家族）支援を大切にし、成長

段階を見守ることができる、切れ目のない支援体制の充実を図ります。 
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④ 施策体系 

基本

理念

基本

方針
施策の柱 施策の方向 

自
分
ら
し
く
、
あ
な
た
ら
し
く
、
共
感
と
共
生
の
社
会
へ

～
人
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
し
、
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
地
域
社
会
の
実
現
～

障
害
者
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
し
て
の
総
合
的
・
継
続
的
な
支
援

１.相談支援体制の充実

① 障害児・者一人ひとりに合ったケアマネジ

メント体制の充実 

② 障害の個別性に合わせた専門相談の充実 

③ 関係機関（保健・医療・教育等）との連携

強化による相談支援体制の充実 

２.地域生活支援体制の

整備 

① 地域で自立・安心した生活を送るための 

拠点施設や住環境の整備 

② 在宅サービスの充実 

③ 障害特性に応じた支援の強化 

３.子どもの成長を支え

る療育と家族支援 

体制の充実 

① 専門性の高い相談・療育支援体制の整備 

② 障害があっても地域で育てる仕組みの構築

③ 障害児を育てる保護者のための子育て支援

の充実 

４.安心・安全な生活基盤

  の確保 

① 重度化・高齢化した障害者とその家族への

支援体制の構築 

② 地域の見守りと緊急時支援の取組みや 

対応力の強化 

③ 災害時における支援体制の整備 

５.人材育成 

① 障害特性を理解し、幅広い観点から支援 

できる人材の育成 

② 障害者支援の核となる人材の育成 

③ ボランティアや当事者参加による地域支援

力の向上 

障
害
者
の
主
体
性
の
尊
重

６.豊かな日常生活を送

  るためのサービスの

充実 

① 障害者一人ひとりに即した日常生活の質を

高める支援の充実 

② 文化・芸術活動、スポーツ等余暇活動の 

促進 

③ 地域における社会参加や社会活動への支援

７.就労機会の拡充、 

就労支援体制の充実

① 一般就労に向けての就労支援の強化 

② 福祉的就労の場におけるそれぞれの障害者

の能力を活かせる多様な就労メニューの 

工夫 

③ 障害者の雇用拡大に向けた区の率先した 

取組みの推進 

共
に
生
き
る
、
共
に
暮
ら
す

地
域
社
会
の
実
現

８.権利擁護体制の構築

① 障害者虐待防止対策事業の強化・推進 

② 成年後見制度の利用促進 

③ サービス向上に向けた取組みの推進 

９.障害者理解と共感の

やさしいまちづくり

① インクルージョンに基づく、障害者にやさ

しいまちづくりの推進 

② 合理的配慮を共通基盤とした行政サービス

の整備 

③ 障害者理解のための普及・啓発活動の充実
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（２）障害者計画における施策の柱への前期（H27～29）の事業展開 

＜１．相談支援体制の充実＞ 

      障害のある人が身近な地域において必要な支援を受けながら安心して日

常生活や社会生活を送ることができるよう、区内に拠点相談支援事業者 4

カ所（品川区障害者生活支援センター、福栄会障害者相談支援センター、

グロー障害者相談支援センター、精神障害者地域生活支援センター）を整

備しました。障害者福祉課に設置されている基幹相談支援センターが総合

的な相談体制の中核としての機能を果たし、各相談支援機関に対して指導、

助言、相談支援員等の人材育成を行い、相談支援の質の向上に向けた取組

みを実施しています。また、発達障害や高次脳機能障害などの専門相談に

取り組みました。 

相談支援事業所、その他関係機関のネットワーク化が図られ、地域自立

支援協議会ではケース事例を通して明確化した地域課題について検討を行

いました。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

障害者総合支援法における障害福祉サービス等受給者に対する計画相談導

入実績は、平成 29 年 3月時点で 97.0％です。 

 高次脳機能障害について、積極的な周知と相談機能の充実により、相談件数

は平成 27 年度 440 件から平成 29 年度には 500 件（見込み）へ増加しました。

また、平成 28 年度より支援者養成講座を実施しています。 

 発達障害について、思春期から成人期にかけての各成長段階における発達特

性に適した支援体制の構築を進め、成人期支援において就労系事業との連携強

化を図っています。 

 平成 29年 6 月、区内 4カ所目の拠点相談支援事業所となるグロー障害者相談

支援センターが開設されました。 

＜２．地域生活支援体制の整備＞ 

      地域生活への移行を促進する上で重要な住環境の整備を行っています。

グループホームでは世話人による支援を受けながら社会生活能力を高める

ことができ、アパートへの転居等地域生活の次のステップを目指すことが

できます。民間事業者によるグループホーム開設への支援を行い、障害者

の住まいの確保に努めてきました。 

障害のある人の生活支援や介護する家族等の負担軽減のため、居宅系サ

ービスの提供とレスパイト支援に取り組んできました。また、医療的ケア

が必要な人や重症心身障害児者、その介護者への支援の充実に向けて検討

を行いました。 

      高齢化の進行に伴う障害特性に応じた支援体制の構築のため、障害福祉
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サービスと高齢福祉サービスの適切で総合的な提供について検討しました。 

      障害者の地域生活を多方面から支える地域生活支援拠点について、社会

資源の連携による面的整備を行いました。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 グループホームを開設する民間事業者向けの整備助成制度を平成 27 年度、創

設しました。助成制度を活用し、平成 28 年にはグループホームふくふく（精神

障害者）、平成 29 年にグループホーム金子山（知的障害者）が開設されました。

 在宅で生活する重症心身障害児者や医療的ケアを要する障害児を見守る家族

等への支援のために、平成 28 年度より重症心身障害児者等在宅レスパイト事業

を実施しています。 

 平成 29年度、庁内において高齢障害者への対応の検討会を設置しました。利

用者にとっての最適なサービス提供に向けて、障害福祉サービス、介護保険サ

ービス双方の柔軟な運用についての検討を進めています。 

平成 29 年度、地域生活支援拠点を 3カ所（障害者生活支援センター、福栄会

障害者相談支援センター、グロー障害者相談支援センター）設置しました。地

域生活支援拠点コーディネーターの役割を担う拠点マネージャーを配置し、地

域における社会資源の面的連携による支援体制の強化を図っています。 

＜３．子どもの成長を支える療育と家族支援体制の充実＞ 

      区においては、相談機関や子育て機関で把握している障害や発達に課題

のある子どもの数が増加しています。それに伴い、支給決定している障害

児通所支援事業の利用児童は増加傾向にあります。平成 24 年度に創設され

た「放課後等デイサービス事業」においても、民間事業者を主体としたサ

ービス提供により、利用者は大幅に増加しています。平成 29 年実施の障害

児実態・意向調査によると、児童発達支援の現在の利用状況について、「利

用している」が 80.1％、「利用していない」が 17.6％、「（今後も）利用し

たい」は 66.5％となっています。また、放課後等デイサービスの現在の利

用状況については、「利用している」が 53.7％、「利用していない」が 42.5％、

「（今後も）利用したい」が 49.4％となっています。今後もニーズの増加に

伴う利用者の増加が見込まれます。 

      区は、早い段階から障害や発達の課題に気づき、相談から早期の支援へ

つなげる相談支援体制の構築に努めてきました。 

障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長し、成人期におい

ても円滑な地域生活を送ることができるよう、成長段階において切れ目の

ない一貫した支援体制の整備に向けて、関係機関と協議を行ってきました。 
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前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 通所支援施設の整備が進み、児童発達支援については平成 27 年度 2カ所、平

成 29 年度 6カ所、放課後等デイサービスについては平成 27 年度 1カ所、平成

28 年度 2カ所、平成 29年度 4カ所開設されています。 

 平成 29 年度に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後

等デイサービス事業所がそれぞれ 1カ所設置されました。 

 医療的ケア児が地域で療育を受けられる環境整備のために、平成 27年度、医

療型児童発達支援を運営する民間事業者を対象とした助成制度を創設しまし

た。 

 平成 27年度に自立支援協議会に子ども支援部会を設置し、関係機関の連携強

化を行い、支援体制整備・強化についての協議を進めています。 

 平成 27年度から移動支援の対象範囲に学齢児の通学支援を含めました。 

 平成 28年度から障害児計画相談を開始しました。 

 平成 28年度、障害者を育てる保護者向けに、保健、福祉、保育・子育て、教

育等の情報を掲載した「発達支援ガイドブック」を発行しました。 

 平成 29年度、乳幼児期から学齢期まで途切れることなく各成長段階に応じた

関係機関からの必要な支援を受けることができるよう、ご本人の発達状況や生

活状況、医療・福祉情報等を保護者が記録していく「しながわっこのサポート

ブック」を作成しました。 

＜４．安心・安全な生活基盤の確保＞ 

      区では、障害のある人の高齢化や重度化、家族の高齢化による介護力の

低下に対応した支援体制の整備を図ってきました。 

      災害時の安否確認や避難誘導を円滑かつ安全に実施できるよう支援体制

の整備を進めています。 

      障害者施設において防犯設備を整備するなど防犯対策に取り組んできま

した。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 区立施設において、緊急ショート枠 1床を設定しました。 

平成 29 年度、地域生活支援拠点を 3カ所設置し、安定した地域生活のための

総合的な支援に向けて、事業者連携による地域の体制づくりを進めています。

 平成 28年度は区立障害者入所施設等に防犯カメラ等防犯設備を設置し、平成

29 年度は民間障害者施設を対象に、防犯カメラ等防犯設備の設置に対する助成

を実施しました。 

 平成 28年度より、区内二次避難所の立ち上げ訓練を実施し、災害時の避難行

動や、要援護者の円滑な受け入れ体制の整備に努めています。 



19 

＜５．人材育成＞ 

      障害特性を的確に捉えた適切なアセスメントによる支援の組み立てのた

めに、障害者一人ひとりの特性に応じた支援を行うことのできる人材の育

成に取り組んできました。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 平成 27年度より、障害者版福祉カレッジの障害者ケアマネジメントコースに

おいて、強度行動障害の特性に応じた支援やアセスメントの向上に向けた実践

的なカリキュラムを実施しています。 

 居宅介護における介護者の介護技術および資質の維持向上に向けて、精神障

害者ホームヘルパーステップアップ研修の充実に取り組んでいます。 

 同行援護従業者の安全かつ適切なガイドヘルプを行うための誘導技術や情報

提供等の知識・技術向上に向けて、同行援護従業者養成研修の充実に取り組ん

でいます。 

＜６．豊かな日常生活を送るためのサービスの充実＞ 

      障害者がすべてのライフステージを通じて、自立のために社会的な活動

を展開できるよう、社会参加や余暇活動の促進のための取組みを進めてき

ました。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 移動支援事業について、平成 27 年度より対象者に難病患者および高次脳機能

障害者を含めるとともに、グループ型支援および通学支援を取り入れました。

また、支給時間数を 16時間から 36 時間に拡大しました。 

 平成 27年度より、障害者の芸術活動支援事業（アール・ブリュット展の開催、

障害者施設へのアート・ディレクター派遣）を実施しています。 

 平成 27年度より、知的障害児者を対象として、社会参加のための外出支援事

業を実施しています。 

平成 27年度より、障害のある人もない人も一緒に楽しめるスポーツレクリエ

ーションイベントである「ユニバーサルスポーツ大会」を実施しています。 

＜７．就労機会の拡充、就労支援体制の充実＞ 

      障害のある人もない人も共に社会で暮らしていくことのできる共生社会

の実現に向けて、障害者が当たり前に働くことのできる地域社会の実現を

目指した取組みを進めてきました。 

      区では、就労移行支援事業所と就労支援センターが連携しながら企業の

障害者雇用推進への取組みを行ってきました。区内の就労移行支援事業所

は、平成 29 年 10 月現在 5カ所あります。 
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      品川区地域自立支援協議会における就労支援部会では、障害者の能力を

活かせる多様な就労メニュー等課題の解決に向けての情報共有および効果

的な取組みについての検討を行ってきました。 

      障害者就労支援センターを中心に、就労移行支援施設から就職した人な

どに対し、一人ひとりの特性に応じて、日常生活の安定のための生活相談

など総合的な就労相談支援に努めてきました。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 平成 27年 4 月以降、就労移行支援事業所が 3カ所開設されました。利用者数

は、就労への意欲喚起などにより増加傾向にあり、一般就労への移行者数は、

平成 27 年度 16人、平成 28 年度 23 人となっています。 

 就労支援体制の整備・強化についての協議を進め、関係機関の連携を図って

います。 

 障害者就労支援センターを中心として、就労継続支援Ｂ型事業所における工

賃向上に向けて、商品価値を高める取組みを行ってきました。 

＜８．権利擁護体制の構築＞ 

      「障害者権利条約の批准」をはじめ、「障害者の虐待防止、障害者の養護

者に対する支援等に関する法律」、「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」などの施行により、障害者の権利を擁護する気運が高まって

います。 

      区では、障害者への理解促進を図りつつ、障害者の社会的障壁を取り除

き、一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重し合い、支え合いながら共生

する社会の実現に向けて、障害者虐待の防止、成年後見制度の活用など、

障害者の権利擁護の取組みを推進してきました。障害者福祉課には、障害

者虐待防止センター機能を持たせ、虐待の通報や届出を受け付けています。 

      また、成年後見制度の普及を図り、法人後見の活動支援や、費用助成な

ど利用者支援に取り組んできました。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 障害者福祉課に設置している障害者虐待防止センターにおいて、虐待通報に

対して関係機関との連携等による迅速な対応を行いました。 

 成年後見制度の啓発と利用を促進しています。 

 障害者の権利擁護に係る相談について、必要な支援に向けて事業所との連携

を図っています。 
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＜９．障害者理解と共感のやさしいまちづくり＞ 

      平成 28 年 4 月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が

施行されました。区では、障害者理解の促進とともに、国の定める基本方

針等に基づき、障害のある人の社会的障壁を取り除くための取組みを進め

てきました。合わせて、区有施設のバリアフリー化に向けての整備計画の

検討を進めています。 

前福祉計画期間において実施した主な取組み 

 平成 28 年 4 月、「品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る対応要領」を制定しました。 

 区全職員向けに、障害者理解促進のための研修および講演会を実施しました。

 社会的障壁除去の視点から、区役所窓口等の改善の検証により庁内統一ルー

ルを作成しました。 

 障害者理解促進と合理的配慮の浸透に向けて、「障害者差別解消法ハンドブッ

ク」を作成し、区施設およびイベントでの配布等積極的な周知を行いました。

 平成 27 年度より、障害者および障害をテーマとした映画祭を実施していま

す。なお、平成 29 年度は「障害者週間記念のつどい」内で開催しました。 

２ 今期の福祉計画における主要テーマと今後の取組み

（１）相談支援の充実と適切な情報提供 

＜現状と課題＞ 

           今後ますます多様化が進むと想定される障害者のニーズに適切に対応す

るためには、障害福祉サービス等の提供体制の確保とともに、それらサー

ビスの適切な利用を支える相談支援体制の構築が不可欠となっています。   

区においては、基幹相談支援センターが相談支援体制の中核となり、拠

点相談支援事業所 4 カ所が地域に配置され、身近な地域でのきめ細かな相

談と合わせ、計画相談を実施しています。さらなる地域全体の相談支援の

充実に向けて、民間の相談支援事業所との連携等ネットワークの強化が課

題となっています。 

      情報格差が生まれることなく、利用者が障害福祉の制度をよりよく知る

ことのできる環境づくりが大切となっています。多様な事業者が提供する

多くのサービスから、利用者が必要なサービスを自ら選択し、利用するた

めには、サービスについての適切な情報提供が重要です。 

＜取組みの方向性＞ 

一人ひとりのニーズとライフステージに応じたサービス提供の実現に向
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けて、基幹相談支援センターが区の相談支援体制の中核となり、拠点相談

支援センターを中心とする相談支援事業者間のネットワークを構築・活用

し、利用者への情報提供およびニーズに適切に対応した相談等地域全体の

相談支援の充実を図ります。 

情報を得やすい環境づくりに努めます。ホームページや「障害者福祉の

しおり」等を中心に情報提供に工夫を凝らし、サービスを利用するために

必要な情報を必要な人に確実に届ける仕組みづくりを進めていきます。ま

た、情報を得ることが困難な人に対しては、個々の状態に合わせ、手話、

筆記、点字、音声・文字の拡大、色使いの配慮、インターネット等多様な

情報伝達方法による情報提供に努めます。 

（２）障害者の高齢化への対応 

＜現状と課題＞ 

           障害の種別にかかわらず高齢化が進んでおり、障害特性に応じた支援の

充実とともに、高齢福祉施策との連携が重要な課題となっています。障害

福祉サービス利用者が介護保険の被保険者となった場合には、障害福祉サ

ービスと介護保険サービスの双方利用など様々なケースが生じます。双方

において同様のサービス利用が可能な場合は介護保険が優先されることと

なります。サービス併用の場合においては、ケアマネジャー（介護）と相

談支援員（障害）との密な連携など利用者が安心して引き続き生活を送れ

るような支援体制の整備が求められています。 

＜取組みの方向性＞ 

      障害福祉サービス利用者にも計画相談支援（ケアマネジメント）が導入

され、定着が進んでいます。サービス等利用計画に基づいた一人ひとりの

生活状況を踏まえたサービス提供を行い、介護保険制度の利用開始の前後

で利用者視点のサービスが大きく変化することのないよう、個々のケース

に応じた柔軟な対応を図ります。柔軟かつ適正なサービスの提供に向けて、

高齢福祉施策との連携とともに、サービス支援に係る者が理解を深めるこ

とで、適切な運用を行います。 

（３）保健・医療との連携 

＜現状と課題＞ 

障害者が地域で安心して生活していく上では、地域における保健・医療

分野と福祉分野の連携による、個々の障害の状況に応じたきめ細かな支援

が必要です。ライフステージや症状の変化に合わせた支援、アウトリーチ

支援、通所施設や短期入所における医療ニーズの高い利用者の受け入れ態
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勢の整備、介護する家族の負担を軽減するための支援の充実が求められて

います。また、障害の高齢化・重度化の進行に伴い増加する医療的ケアを

必要とする障害者への支援の必要性が高まっています。 

＜取組みの方向性＞ 

精神障害者を支える地域社会の実現に向けて、相談支援の充実とあわせ、 

地域生活安定化支援事業における精神科医・精神保健福祉士等の家庭訪問

など地域における支援体制の充実を図ります。 

医療的ケアの必要な重症心身障害児者等については、通所施設や短期入

所において医療ニーズの高い利用者を安全かつ安定的に受け入れるための

体制整備と、家族支援のためのレスパイト支援を進めていきます。 

発達障害児については、ライフステージに応じた支援体制の充実のため、

保健センター、保育園、幼稚園等関係機関と連携した早期発見・早期支援

へつながる体制整備の検討を進めていきます。成人期の発達障害者につい

ては、相談支援の充実や支援の質の向上に向けての取組みを検討していき

ます。 

意思疎通の支援等を要する失語症のある障害者や高次脳機能障害者、そ

の家族に対する相談支援の充実により、医療機関や就労支援機関等との連

携を図り、発症後の急性期治療から地域生活、就労等社会参加に至るまで

の切れ目のない支援に取り組んでいきます。 

 平成 31 年開設の（仮称）品川区立障害児者総合支援施設では、医療的ケ

アの必要な重症心身障害児者の受け入れを行います。また、精神科のクリ

ニック・デイケア・訪問看護ステーションを併設し、医療連携を図ります。 

（４）地域生活支援拠点の整備 

＜現状と課題＞   

地域には障害児者を支える様々な資源があり、区においても地域生活支

援のための機能の充実に継続的に取り組んできました。しかしながらそれ

らの間の結びつきは必ずしも十分ではなく、重症心身障害、強度行動障害

等の支援が難しい障害児者への対応をはじめ、事業者間でそれぞれの機能

を活かした効果的な連携を行い、地域生活を多面的に支える体制の構築が

求められています。今後のさらなる障害者の重度化や高齢化の進展、「親亡

き後」を見据えると、障害児者が地域生活を続ける上では、①相談、②地

域生活体験の機会・場、③緊急時の受け入れ体制・対応、④専門性、⑤地

域の体制づくり、これら5つの視点からの機能整備が課題となっています。 
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         ■ 図表 3-1 地域生活支援拠点イメージ（面的整備） 

＜取組みの方向性＞ 

      区では 5 つの視点から、地域の社会資源の活用や相談支援事業所等関係

機関との連携を行う相談拠点として、平成 29 年度、3 つの地域生活支援拠

点（品川区障害者生活支援センター、福栄会障害者相談支援センター、グ

ロー障害者相談支援センター）を設置しました。既存の施設や機能の効果

的な連携を検証し、相談機能の充実をはじめ、施設およびサービス等との

連携体制の強化を図ります。また、インフォーマルな支援の体制づくりに

ついても検討していきます。合わせて、多機能拠点型の施設機能が果たす

役割の検討を進め、平成 31 年 4 月に開設予定の（仮称）品川区立障害児者

総合支援施設に障害者の地域生活を総合的に支援する機能を持たせます。

     ■ 図表 3-2 品川区における地域生活支援拠点（面的整備）のイメージ 

ＯＵＴＰＵＴ 

ＯＵＴＣＯＭＥ 
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（５）社会資源の開拓と地域による偏りの解消 

＜現状と課題＞ 

         区内の障害者事業所の所在は地域によって偏りが見受けられ、区内全域

におけるサービス提供体制のバランスに配慮した社会資源の整備を行う必

要があります。特に荏原地域は区内他地域に比べ、グループホーム、通所

施設ともに不足している状況にあります。サービスの担い手の開拓や同地

域での事業所開設が検討課題となっています。

     ■ 図表 3-3 品川区における通所・入所施設、グループホームの設置状況 

＜取組みの方向性＞ 

     現在では、グループホーム開設助成や社会福祉法人への支援等を実施し

ています。今後は地域による偏りの解消に向けて、荏原地域での事業所開

設を推進していきます。また、地域生活支援拠点の機能強化と共に、区内

全域においてバランスの取れたサービス提供体制を目指します。

※ 通所施設・・・生活介護、就労継続支援Ａ型およびＢ型 

※ ＧＨ・・・グループホーム 

（平成 29 年 10 月 1 日現在） 



26 

（６）人材育成 

＜現状と課題＞ 

利用者に身近な地域において相談支援事業や障害福祉サービスが提供で

きるよう、多様な事業者の参入を促すとともに、サービスの質の維持・向

上のための人材の育成・確保が求められています。 

重度の障害者の在宅や施設での安定した生活を支えるためには、たんの

吸引等の医療的ケアや、重症心身障害、強度行動障害への適切な対応が必

要です。多様な障害特性に応じた専門性のある支援を提供できる人材の育

成が重要となっています。 

＜取組みの方向性＞ 

      精神障害者ホームヘルパーステップアップ研修では、地域社会で精神障

害者を支えるために不可欠な訪問介護員の養成および居宅介護のための知

識や技術の習得を目的とし、介護者の介護技術および資質の維持向上を目

指します。また、同行援護従業者養成研修の充実により、同行援護従業者

が安全かつ適切なガイドヘルプを行うための誘導技術や情報提供等の知

識・技術向上への取組みを進めます。 

      地域の支援力向上のための「福祉カレッジ」の障害者ケアマネジメント

コースでは、強度行動障害の特性に応じた支援やアセスメントの向上に向

けた実践的なカリキュラムを実施しています。 

障害の高齢化・重度化の進行に伴い増加する医療的ケアが必要な障害者

や、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）などから退院してくる医療的ケア

児への対応の必要性が高まることを視野に入れ、在宅や障害者施設におい

て適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことのできる介護職員の養成を

検討していきます。 

      多様な障害特性に応じた専門性のある支援を提供できる人材を育成し、

地域の福祉人材の底上げに取り組んでいきます。 

      また、利用者自らがサービスを選択して利用できるよう、福祉サービス

第三者評価の受審助成を行い、サービスの質の向上に向けた事業者の取組

みを促進します。 
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（７）包括的な障害児支援の充実 

＜現状と課題＞ 

児童福祉法には、障害のある子も等しく「児童」であることを踏まえ、「子

どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考え方が基本にありま

す。平成 28 年の障害者総合支援法および児童福祉法の一部改正の際は、国

において障害児支援の在り方の検討がなされ、障害の有無にかかわらず児

童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包容（インクルージョン）

の推進のため障害児福祉計画と子ども・子育て支援実施計画の調和連携が

示されました。保育園や幼稚園、小学校就学後の日中活動の場においては、

配慮が必要な子どもが過ごす場所における合理的配慮の提供に向けた取組

みが求められています。 

出生後にＮＩＣＵから退院するケースや、発達・発育に関する子どもの

特性が早期発見されるケースが増えることに伴い、障害児の相談は低年齢

化・多様化が進み、その件数は増加傾向にあります。区では、発育・発達

に関して支援の必要な子どもに対する早期発見や早期療育につながる体制

整備を進めています。 

障害児の発達支援を強化していくとともに、障害児を育てる保護者支援

のさらなる充実が課題となっています。 

＜取組みの方向性＞ 

     ① 専門性の高い相談・療育支援体制の整備

       児童発達支援センターに位置付けられている品川児童学園は、平成 31

年開設の（仮称）品川区立障害児者総合支援施設の持つ総合的機能を活

かした運営により、医療依存度の高くない肢体不自由児の相談や療育の

実施など医療面との連携を強化する仕組みを構築し、その機能と役割を

拡充します。また、未就学児から引き続き学齢期の相談を実施し、子ど

もの成長を切れ目なく支援する相談体制の充実を図ります。 

       児童発達支援センターは、多様な障害特性に応じた療育の専門性を有

し、障害のある子を育てる保護者支援の拠点施設としての役割を担って

います。相談と療育の一体的な支援をより身近な地域で提供できるよう、

区内にもう 1カ所の設置を目指します。 

       アウトリーチ型の相談支援と療育機能を併せ持つ保育所等訪問支援

の充実を図ります。療育の専門支援員が、保育園や幼稚園、学校等、障

害児の基礎集団に定期的に訪問し、障害児の特性に応じた支援の工夫や

適切な保育環境の整備についての助言等を行い、保育所等関係機関間に

おける効果的な連携ができるような体制整備を進めていきます。 

【第１期品川区障害児福祉計画】 
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② 地域で育てる仕組みの構築 

a.保育園・幼稚園 

         保育園と幼稚園は、異年齢の乳幼児が集団生活する中で子どもたち

の健やかな育ちを支援する施設です。いずれの施設も配慮の必要な子

どもの受け入れを行っています。 

 保育園については、入園を希望する子どもについて入園選考および

面接を実施し、受け入れを行っています。また、集団保育を行う上で

配慮が必要な子どもの適切な保育環境について専門家からの助言を

得るなどして、障害の特性や年齢など個々の状況に応じた保育に取り

組んでいます。 

   また、医療的ケア児については平成 29 年度、区立保育園に 1 名が

入園しています。モデル実施として緊急時の対応等課題を検証してい

きます。 

         幼稚園については、区立幼稚園では入園前に面接や行動観察を行い、

入園が可能かどうかを判断し、子どもに適した環境での受け入れを行

っています。教諭等は配慮の必要な子どもへの接し方等について専門

家からの助言を得るなどして、障害の特性や年齢など個々の状況に応

じた幼児教育に取り組んでいます。私立幼稚園でも配慮が必要な子ど

もを受け入れており、区では、心身障害児を受け入れている私立幼稚

園を対象に、教職員人件費等を補助するなど受け入れ環境の整備への

支援を行っています。 

         今後においても関係機関の連携により、集団生活が可能な配慮を必

要とする子どもの受け入れ環境の整備に向けての取組みを進めてい

きます。 

b.放課後児童健全育成事業（すまいるスクール） 

         すまいるスクールは、放課後や土曜日、夏休みなどの長期休業日に、

小学校・義務教育学校前期課程に就学している児童に対して、学習や

遊び、スポーツができる場を提供するものです。 

希望する児童が自由に参加し、活動できる居場所となっており、特

別支援学級の児童や特別支援学校の児童等を「特別支援児童」として

受け入れています。今後においても、配慮を必要とする児童に適切に

対応するために、職員の障害に対する理解を促進するとともに、特別

支援児童の利用状況に応じた従事スタッフの加配に努めていきます。 
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       ■ 図表 3-4 子ども・子育て支援等における障害児の利用ニーズを 

踏まえた見込量 

種別 

利用ニーズを踏

まえた必要な見

込量 

定量的な目標（見込み） 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

保育所 377 322 338 377

認定こども園 26 24 24 26

放課後児童健全育成事業

（すまいるスクール） 
408 389 397 408

       ■ 図表 3-5 医療的ケア児の保育園等希望者数 

保育園希望者 幼稚園希望者 認定こども園希望者 

5 1 1 

③ 障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実

a.日中一時支援事業や短期入所等預かり事業の充実 

        障害児を育てる保護者の就労率の高まりや、障害児を抱えているが

ゆえに兄弟姉妹への保護者の子育てに影響を与えているケース、障害

児以外にも被介護者を抱えて子育て・介護負担が増しているケースが

顕在化しており、預かり事業のニーズは増加しています。短期入所や

日中一時支援事業等の預かり事業の充実を図ります。 

        平成 31 年度開設の（仮称）品川区立障害児者総合支援施設では、

短期入所および日中一時支援事業において障害児の受け入れを行い

ます。 

b.居宅系サービスの充実 

        障害児を育てながら在宅生活を送る上では、子育ての難しさや成長

過程の中で子どもの変化に苦労している家族が多く、子どもと向き合

うための在宅支援の充実について検討していきます。 

        平成 30 年度より、社会参加を目的とした移動支援事業の対象を小

学4年生からとし、自立に向けた社会体験の機会を増やしていきます。 

c.障害児を育てる保護者同士のつながりの強化、親育ちのための支援 

        障害児を育てる保護者には、互いに寄り添うことのできる理解者の

存在が重要です。同じ障害を持つ子の保護者同士のつながりや交流を

通して保護者が孤立感を無くし、子育てに前向きになるケースは少な

くありません。親の会等との連携を組み入れた地域で障害児を育てる

体制づくりを検討していきます。 

※必要な見込量については平成 32 年度の見込量を設定。 

（単位：人） 

（平成 29 年 10 月 1 日現在、単位：人） 



30 

第４章 計画における成果目標

障害者総合支援法第 88 条に基づき策定する障害福祉計画および児童福祉法第 33

条に基づき策定する障害児福祉計画では、国の基本指針に即して、成果目標を定め

ることとされています。本計画においては、区における障害者の現状および支援体

制の整備状況を勘案し、成果目標を設定します。 

１ 施設入所者の地域生活への移行 

（１）国の基本指針 

平成 32 年度末時点で平成 28 年度末の施設入所者数の 9％以上が地域生活

へ移行すること、平成 32 年度末時点の施設入所者数を平成 28 年度末時点の

施設入所者数から 2％以上削減することを基本とし、地域の事情およびこれ

までの実績を踏まえて目標を設定する。 

（２）成果目標 

     品川区では、平成 25 年度末時点における施設入所者 300 人のうち、平成

28 年度末までに、地域生活に移行した人は 0人、施設入所者数は 6.3％（19

人）の削減となりました。施設入所の実態を把握し、これまでの実績を踏ま

えて区としての目標値を設定します。障害の重度化・高齢化の状況や入所待

機者の存在および状況等を考慮し、平成 32 年度末における地域生活移行者

数については平成 28 年度末の施設入所者数の 2％（6 人）、施設入所者数に

ついては基準値である平成 28 年度末時点の 281 人を超えないという目標を

設定します。 

目 標 項 目 基準値 目標値

平成 32 年度末までの地域生活移行者数 

目標：平成 28 年度末時点における入所者数の 2％以上が地域移行 
281 人 6 人 

平成 32 年度末時点における施設入所者数 

目標：平成 28 年度末時点の入所者数を超えない。 
281 人 281 人 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

（１）国の基本指針 

長期入院精神障害者の地域移行を進めるにあたっては、自治体を含めた地

域精神保健医療福祉の一体的な取組みの推進に加え、地域住民の協力を得な

がら差別や偏見のないあらゆる人が共生できる包摂的（インクルーシブ）な

社会を構築していく必要がある。このため、精神障害者が地域の一員として

安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築を目指すものとする。 

（２）成果目標 

     精神障害者および保健・医療・福祉に携わる者を含む様々な関係者が情報

共有や連携を行う体制を構築できるよう、関係部署で協議を行い、平成 32

年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。 

精神障害者の区内への地域移行について、東京都の試算によると○人が見

込まれています。精神障害者の地域移行後の安定した地域生活を支えるため

の社会資源等の連携による体制づくりを検討していきます。 

３ 地域生活支援拠点等の整備                     

（１）国の基本指針 

地域には障害児者を支える様々な資源が存在しているが、それらの間の有

機的な結びつきは必ずしも十分ではないことから、今後の障害者の重度化・

高齢化を見据え、地域が抱える課題に向き合い、地域で障害児者やその家族

が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な

対応が図られる体制として、地域生活支援拠点等の整備を推進することが必

要である。地域生活支援拠点等については、障害福祉計画における成果目標

として平成 32 年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも一つを整備

することを基本とする。 

（２）成果目標 

     区では平成 29 年度より、拠点相談支援センター3カ所（品川区障害者生活

支援センター、福栄会障害者相談支援センター、グロー障害者相談支援セン

ター）にそれぞれ地域生活支援拠点マネージャーを配置し、面的整備型地域

生活支援拠点を運営しています。今後はさらに相談機能の充実をはじめ、既
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存事業の再構築、事業所間連携の強化により、地域生活支援拠点の機能を高

めていきます。また、平成 31 年度開設の（仮称）品川区障害児者総合支援

施設には、多機能拠点型としての地域生活支援拠点の機能を持たせます。 

４ 福祉施設から一般就労への移行等                 

（１）国の基本指針 

就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続

支援）の利用を経て一般就労へ移行した者の数を、平成 32 年度末までに平

成 28 年度実績の 1.5 倍以上とすることを基本とする。 

また、福祉施設から一般就労への移行推進のため、就労移行支援事業の利

用者数および事業所ごとの就労移行率に関する目標値を設定することとし、

就労移行支援事業の利用者数については、平成 32 年度末における利用者数

が平成 28 年度末における利用者数の 2 割以上増加すること、事業所ごとの

就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3割以上

の事業所を全体の 5割以上とすることを目指すものとする。 

一般就労に移行後の障害者の就労定着推進のため、各年度における就労定

着支援による支援開始 1年後の職場定着率を 80％とすることを基本とする。 

（２）成果目標 

     区では、平成 15 年 4 月に障害者就労支援センター（げんき品川）を設置

し、関係機関との連携を密にして、就労支援の充実に努めています。平成 28

年度に、障害者就労支援センター等を通じて一般就労へ移行した人は 23 人

です。 

障害福祉計画の策定にあたっては、これまでの実績および地域の実情を踏

まえて区としての目標値を設定します。福祉施設から一般就労への移行者に

ついては平成 28 年度実績の 1.5 倍以上の 35 人、就労移行支援事業の利用者

数は平成 28 年度末の利用者から 2 割以上増加の 100 人、就労移行支援事業

所のうち就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを成果

目標値として設定します。 

一般就労後の支援については、各年度における就労定着支援による支援開

始 1年後の職場定着率を 80％とすることを目標値とします。 
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目 標 項 目 基準値 目標値 

平成 32 年度の一般就労への移行者数 

目標：平成 28 年度の就労移行実績の 1.5 倍以上 
23 人 35 人 

平成 32 年度末における就労移行支援事業の利用者数 

目標：平成 28 年度末から 2 割以上増加 
74 人 100 人 

就労移行率 3割以上の就労移行支援事業所の割合 

（平成 28 年度末時点 5事業所） 
― 

5 割 

以上 

各年度における就労定着支援による支援開始 1 年後の職場

定着率 
― 80％ 

【第１期品川区障害児福祉計画】 

５ 障害児支援の提供体制の整備等

（１）国の基本指針 

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指

すため、平成 32 年度末までに児童発達支援センターを各市町村または各圏

域に少なくとも１カ所以上設置することを基本とする。また、障害児の地域

社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、各市町村または

各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する

など、平成 32 年度末までに保育所等訪問を利用できる体制を構築すること

を基本とする。 

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、平成 32 年度末

までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等

デイサービス事業所を各市町村または各圏域に少なくとも1カ所以上確保す

ることを基本とする。 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、平成 30 年度末までに各都

道府県、各圏域および各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。 

（２）成果目標 

     障害児福祉計画の成果目標については、これまでの実績および地域の実情

を踏まえて、区として以下の取組みを進めていきます。 

区では、品川児童学園を区内の療育拠点の児童発達支援センターとして設

置し、相談機能の強化、療育の充実、保護者支援に取り組んできました。今

後は、国が推奨する基準（概ね人口 10 万人規模に 1 カ所以上）を考慮し、

平成 32 年度末までに児童発達支援センター1カ所の増設を目指します。 

保育所等関係機関との連携により、保育所等訪問支援を利用できる体制整
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備を進めていきます。 

区内には現在、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および

放課後等デイサービス事業所がそれぞれ 1カ所設置されています。医療的ケ

アの必要な重症心身障害児を受け入れる事業者を対象として一定の条件の

もと運営費および開設準備経費の一部助成を行い、区内の重症心身障害児の

受け入れを促進します。 

平成 30 年度末までに、区内において、保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置します。医療的ケア児

が地域で必要な支援を受けるための課題や対応策について継続的に意見交

換や情報共有を行い、医療的ケア児の成長を支える連携体制の構築を目指し

ます。 

目 標 項 目 目標 現況 

平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを区内に少な

くとも 1 カ所以上設置 
2 1 

平成 32 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制

を構築 
有 有 

平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童

発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所を区内

または圏域内に 1カ所以上確保 

児童発達支援 1

放課後等デイ 1

児童発達支援 1

放課後等デイ 1

平成 30 年度末までに、区内において、保健、医療、障害福

祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の

場を設置 

設置 無 
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第５章 サービス見込量および確保のための方策

１ 障害福祉サービス                          

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づく、自立支援給付の対象となるサ

ービスです。区は、過去の実績および今後の障害者のニーズ、事業計画に基づき、

平成30年度から平成32年度の各年度における障害福祉サービスの見込量を設定し、

その確保に努めていきます。 

（１）訪問系サービス 

① 居宅介護

居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃

除等の家事並びに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわ

たる援助を行います。 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、知的障害者および精神障害者で常に介護を必要と

する人に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯

および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言、その他の生活

全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行いま

す。 

③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある人に、外出時に

おいて同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せ

つおよび食事等の介護、その他必要な援助を行います。 

④ 行動援護 

障害のある人が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援

護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他行

動する際に必要な援助を行います。 

⑤ 重度障害者等包括支援 

          重度の障害がある人に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援およ

び就労継続支援を包括的に提供します。 



36 

        a. 見込量 

b. 見込量の確保等にあたって 

       居宅介護、重度訪問介護については、将来的には障害者の高齢化に伴

う介護保険サービスの活用により減少・横ばいとなる可能性はあるもの

の、当面はさらなる重度化の進行や利用ニーズの増加、重度訪問介護に

関しては平成26年 4月より知的障害者および精神障害者に対象が拡大さ

れたこと等により、徐々に増加傾向となると見込んでいます。同行援護

については、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービ

ス固有のサービスであるため、高齢化の進展に伴い利用ニーズの増加が

見込まれます。利用者およびサービスの担い手となる事業者等に制度の

周知を図り、サービスを必要としている人にサービスが行き届く体制の

整備に努めます。 

        行動援護、重度障害者等包括支援については、利用者ニーズの把握に

努めながら、サービスの担い手となる事業者の確保等サービスの提供体

制について検討していきます。 

（２）日中活動系サービス 

① 生活介護 

常時介護を必要とする人に、主に昼間において、障害者支援施設等で行

われる入浴、排せつ、食事等の介護、創作活動又は生産活動の機会の提供

などのサービスを提供します。 

   a. 見込量 

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

居宅介護 
利用者数 

利用時間数

126

1,505

138

1,607

136

1,695

140

1,746

142

1,801

140

1,739

143

1,716

151

1,812

159

1,908

重度訪問介護 
利用者数 

利用時間数

46

5,998

47

5,836

52

5,611

48

5,656

48

6,023

46

5,713

48

6,240

49

6,370

50

6,500

同行援護 
利用者数 

利用時間数

57

1,490

61

1,545

63

1,683

66

1,667

71

1,764

67

1,773

71

1,988

75

2,100

80

2,240

合計 
利用者数 

利用時間数

229

8,993

246

8,988

251

8,989

254

9,069

261

9,588

253

9,226

262

9,944

275

10,282

289

10,648

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

生活介護 
利用者数 

利用実日数

451

8,666

454

8,665

499

10,110

475

9,726

490

9,705

479

9,420

489

9,780

497

9,940

509

10,180

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～6月分の実績平均値です。 

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 
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   b. 見込量の確保等にあたって 

         過去の実績や特別支援学校卒業生からの新規利用者増を勘案し、増

加傾向を見込んでいます。平成 29 年 9 月現在、区内には 8事業所（定

員 300 人）が整備されています。なお、平成 31 年 4 月、（仮称）品川

区立障害児者総合支援施設開設により、定員 20 人の増加の予定となり

ます。 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

機能訓練は、身体機能・生活能力の維持・向上等の支援の必要な身体障

害者に対し、身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーシ

ョンや家事等の訓練、日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関

係サービス機関との連絡調整等の支援を行います。 

生活訓練は、生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障害者・精神

障害者に対し、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常

生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調

整等の支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         平成 29 年 6 月現在、区内には自立訓練事業所 1カ所（機能訓練定員

6人、自立訓練定員 6人）が整備されています。利用者のニーズ把握に

努めるとともに、訓練内容が利用者にとって適切かつ魅力あるものと

なるよう検討していきます。 

③ 就労移行支援 

一般就労を希望する対象者に、定められた期間、生産活動その他活動の

機会を通して、一般就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓

練等を提供します。 

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 

利用実日数

16

240

14

219

5

71

7

84

7

96

8

118

11

154

15

210

19

266

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者数 

利用実日数

73

1,281

50

912

25

416

34

511

24

415

25

555

28

504

31

558

31

558

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 
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   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         平成 29 年 9 月現在、区内には 5 事業所（定員 90 人）が整備されて

います。就労継続支援事業の利用者における本事業の潜在的なニーズ

など利用者ニーズの増加により、増加傾向を見込んでいます。 

        就労移行支援事業所のうち 5 割以上が就労移行率 30％以上を目指す

成果目標の達成に向け、事業者間連携の取組みを推進していきます。 

④ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

就労継続支援Ａ型（雇用型）は、一般就労が困難な人に対して、雇用契

約に基づく就労の機会を提供します。また、一般就労に必要な知識および

能力の向上を図る支援を行います。 

就労継続支援Ｂ型は、一般就労が困難な人や一定年齢に達している人に

対して、就労や生産活動等の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図

る支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         平成 29 年 6 月現在、区内にはＡ型 3 事業所（定員 70 人）、Ｂ型 10

事業所（定員 260 人）が整備されています。特別支援学校卒業生のニ

ーズ等、利用者ニーズは増加傾向にあります。なお、平成 31 年 4 月、

（仮称）品川区立障害児者総合支援施設開設により、Ｂ型は定員 20 人

の増加となります。 

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

就労移行支援 
利用者数 

利用実日数

45

658

53

754

62

996

66

1,125

74

1,360

83

1,307

90

1,440

95

1,520

100

1,600

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

就労継続支援 

（Ａ型） 

利用者数 

利用実日数

46

896

50

1,066

62

1,305

74

1,524

76

1,553

73

1,441

75

1,575

75

1,575

75

1,575

就労継続支援 

（Ｂ型） 

利用者数 

利用実日数

297

4,656

305

4,801

312

5,071

363

6,202

347

6,032

352

5,826

359

6,103

369

6,273

379

6,443

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 
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⑤ 就労定着支援（平成 30 年度より新設） 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行し、就労に伴う環境変化に

より生活面の課題が生じている障害者を対象として、企業や関係機関等と

の連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         就労移行支援利用後の一般就労の定着が課題となっています。就労

関係機関の連携により、効果的な就労定着支援の在り方について検討

していきます。 

⑥ 療養介護 

病院等への長期入院による医療的ケアを要する障害者で常時介護を要

する人に対し、主に病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医

学的管理の下での介護や日常生活上のサービスを提供します。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         平成 29 年 6 月現在、区内に事業所はありません。利用ニーズ状況か

ら、サービス量については横ばいを見込んでいます。利用希望者につ

いては、状況に応じて施設との連携を図り、対応していきます。 

サービス名 単位/月

見込量 

30 
年度

31 
年度

32 
年度

就労定着支援 利用者数 88 97 105

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

療養介護 利用者数 28 29 28 27 28 28 28 28 28

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 

※平成 30 年度より設置されたサービスです。 
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⑦ 短期入所（福祉型・医療型） 

介護を行う人の疾病、事故、出産等の理由により、障害者等を一時的に

居宅において介護できなくなったときに、施設などへの短期間の入所によ

り、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な援助を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         福祉型の短期入所については、障害者の高齢化・重度化の進行に伴

い家族支援利用（レスパイト）などのニーズの増加が予測されるため、

利用量増を見込んでいます。 

        医療型の短期入所については、区内で医療的ケアを提供できる体制

が未整備のため、病院における医療ショートも含めて検討を行ってい

きます。 

（３）居住系サービス 

① 自立生活援助（平成 30 年度より新設） 

障害者支援施設や共同生活援助（グループホーム）等から一人暮らしへ

の移行を希望する知的障害者や精神障害者等を対象として、本人の意思を

尊重した地域生活を支援するために、一定の期間にわたり定期的な巡回訪

問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から適時の

タイミングで適切な支援を行います。 

   a. 見込量 

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

短期入所 

（福祉型） 

利用者数 

利用実日数

67

434

92

675

90

656

81

655

93

642

97

655

104

728

137

959

155

1,085

短期入所 

（医療型） 

利用者数 

利用実日数

3

11

2

8

2

7

3

10

1

31

3

31

3

21

3

21

3

21

サービス名 単位/月

見込量 

30 
年度

31 
年度

32 
年度

自立生活援助 利用者数 0 1 2

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月分の実績平均値です。 

※平成 30 年度より設置されたサービスです。 
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     b. 見込量の確保等にあたって 

        障害者が安心して自立生活するための支援が課題となっています。

障害者支援施設、グループホーム等関連サービス間の連携により、効

果的な支援について検討していきます。 

② 共同生活援助 

障害のある人に対して、主に共同生活を営む住居において、世話人等が

日常生活上の援助や相談・助言を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

平成 29 年 6 月現在、区内には 11 事業所（定員 67 人）が整備されて

います。過去の相談実績などから引き続き増加傾向を見込んでいます。   

地域生活への移行や「親亡き後」の課題については、障害のある人

の居住の場を適切に確保していくことにより対応していきます。 

グループホームの整備推進にあたっては、事業者に対し補助金に係

る情報提供や家賃補助など必要な支援を行っていきます。 

③ 施設入所支援 

障害者支援施設において、生活介護又は自立訓練、就労移行支援、就労

継続支援の対象者に対し、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介

護を提供します。 

   a. 見込量 

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

共同生活援助 利用者数 123 116 126 150 148 147 157 163 169

サービス名 単位/月

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

施設入所支援 利用者数 291 300 298 273 281 274 281 281 281

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月の実績平均値です。 
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     b. 見込量の確保等にあたって 

平成 29 年 6 月現在、区内には 2事業所（定員 130 人）が整備されて

います。障害者の高齢化・重度化に伴い、施設入所支援の利用ニーズ

は増加傾向にありますが、利用者の死亡や入院等による退所により、

利用者数の推移は概ね横ばいと見込んでいます。 

「親亡き後」に施設入所を必要としている人については、地域で生

活を続けていくための居場所を適切に確保していくことにより対応し

ていきます。施設入所者の地域移行を推進する国の観点からは、本人

の意思や希望を勘案した上で、グループホームへの移行やそれに伴う

障害福祉サービスの利用調整などを行っていきます。 

（４）相談支援 

① 計画相談支援 

障害のある人が障害福祉サービスや地域相談支援を利用するために、サ

ービス等利用計画を作成します。この計画案を勘案して支給決定を受ける

ことができます。その後一定期間ごとに支給決定されたサービスの利用状

況を検証し（モニタリング）、サービス等利用計画の見直し等を行います。 

   ■ 図表 5-1 支給決定プロセス 

   a. 見込量 

サービス名 単位/年

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

計画相談支援 
利用者数 

（累計） 
96 357 740 1,009 1,756 932 1,852 1,894 1,940

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。ただし、平成 29年度は 8月までの累計実績です。 

障
害
支
援
区
分
認
定

受
付
・
申
請

利
用
計
画
案
作
成

支
給
決
定

決
定
時
の
利
用
計
画

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

サ
ー
ビ
ス
利
用

決
定
後
の
利
用
計
画

支給決定時からケアマネジメント実施 モニタリング
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     b. 見込量の確保等にあたって 

平成 29 年 6 月現在、区内には指定特定相談支援事業者が 8事業所あ

ります。平成 27 年度以降、障害福祉サービス利用者のすべてに原則と

してサービス等利用計画の作成が求められており、今後も増加が見込

まれます。拠点相談支援事業所が中心となり、指定特定相談支援事業

所等相談支援事業者間で連携を図りながら、地域の相談支援体制を充

実させていきます。 

② 地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している人、または精神科病院に入院している

精神障害のある人が、地域での生活に移行するための居住の場の確保など

の支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        区内に精神科中心の病院がないことや受入基盤が少ないことから、

区内へ居住する支援対象者は少ないものと見込まれます。入所施設の

利用者は重度化・高齢化が進んでいますが、支援対象者の把握、意向

の確認に努めるとともに、保健・医療・福祉関係者等が地域移行施策

について協議、検討できる場の設置を検討します。 

③ 地域定着支援 

入所施設や精神科病院から退所・退院した人や、家族との同居から一人

暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等の安定した地域生活を図る

ため、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態

等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行います。 

   a. 見込量 

サービス名 単位/年

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

地域移行支援 実利用者数 1 3 1 1 2 1 2 3 4

サービス名 単位/年

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

地域定着支援 実利用者数 0 0 0 0 0 0 0 1 2

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は実績を勘案した推計値です。 

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は実績を勘案した推計値です。 
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     b. 見込量の確保等にあたって 

        支援体制の整備が課題となっています。品川区精神障害者地域生活

支援センター「たいむ」の相談事業等関連サービス間の連携により、

効果的な地域定着支援の在り方について検討していきます。 

２ 児童福祉法に基づく障害児サービス

障害児通所支援および障害児相談支援は、児童福祉法に基づく、自立支援給付の

対象となるサービスです。区は、過去の実績および今後の障害児のニーズ、事業計

画に基づき、平成 30 年度から平成 32 年度の各年度における障害児通所支援および

障害児相談支援の見込量を設定し、その確保に努めていきます。 

（１）障害児通所支援 

① 児童発達支援 

療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められ

る未就学の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導や、

知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         平成 27 年度以降、民間の指定事業所が増加したことに合わせて利用

児が増加しています。利用児の増加に比べて利用日数の伸びが抑えら

れている背景には、保育園や幼稚園に通いながら療育を受けている児

童の増加が考えられます。一方で、就学前を療育機関のみで過ごす受

け皿が少なく、早期からの療育体制の整備が求められています。全般

的に今後も需要の伸びが見込まれるため、障害児のニーズの多様化に

対応できるよう事業の充実について検討していきます。 

サービス名 単位/月
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

児童発達支援 
利用者数 

利用実日数

137

738

150

784

177

1,090

252

1,183

234

1,279

298

1,723

324

2,592

352

3,168

383

3,830

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月分の実績平均値です。 

【第１期品川区障害児福祉計画】 
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② 居宅訪問型児童発達支援（平成 30 年度より新設） 

重度の障害等の状態にあって、外出することが著しく困難な障害児の居

宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、そ

の他必要な支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         利用ニーズを見極めながら、事業者等サービスの担い手の提供体制

の整備を進めていきます。 

③ 放課後等デイサービス 

学校に就学している障害児を対象として、学校の授業の終了後、または

学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、

その他必要な支援を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         平成 27 年度以降、民間の指定事業所が増加したことに比例して、こ

れまで利用のなかった特別支援学校等の学齢児が学校外の社会体験の

場を求めるようになり、利用児が増加しています。全般的に需要の伸

びが今後も見込まれ、学校教育との連携や家族支援の在り方を踏まえ

ながら事業の充実について検討していきます。 

④ 保育所等訪問支援 

児童指導員や保育士が、保育所その他の集団生活を営む施設等に通う障

害児について、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応

を行います。 

サービス名 単位/月
見込量 

30
年度

31
年度

32
年度

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数 

利用日数 

1

4

1

4

1

4

サービス名 単位/月
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

放課後等 

デイサービス 

利用者数 

利用日数 

74

106

74

223

105

408

217

1,048

265

1,406

315

1,729

370

2,220

425

3,400

480

4,800

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月分の実績平均値です。 

※平成 30 年度より設置されたサービスです。 
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   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         提供する事業者が増加していないことや、保育所等訪問先の理解が

必要となることから、関係機関の連携した体制整備が課題となってい

ます。保育所等訪問先による障害児への特性理解や環境設定等の工夫

を前提とした支援を重要な視点と捉え、サービスの提供体制の構築に

向けて検討を進めていきます。 

⑤ 医療型児童発達支援 

肢体不自由児等重度で理学療法等の機能訓練が必要、または医療管理下

での支援が必要な未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身

体状況により治療を行います。

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         都立北療育医療センター城南分園の利用児が主な利用者となってい

ます。医療の進歩に伴い、医療的ケアの必要な子どもは確実に増えて

おり、一人ひとりの状態像に違いがあるため見込量の推移はランダム

なものが想定されます。東京都との連携のもと、必要なサービス提供

のできる体制整備を進めます。 

サービス名 単位/月
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

保育所等 

訪問支援 

利用者数 

利用実日数

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

2

4

4

8

6

12

サービス名 単位/月
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

医療型 

児童発達支援 

利用者数 

利用実日数

3

31

7

59

10

88

17

159

13

142

13

133

15

180

13

156

13

156

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月分の実績平均値です。 

※実績・見込量は各年度 3月の数値です。ただし、平成 29 年度は 4～8月分の実績平均値です。 
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（２）相談支援 

① 障害児相談支援 

障害児が障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を

利用するために、障害児支援利用計画を作成します。その後一定期間ごと

にモニタリングを行う等の支援を行います。

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         障害等の早期発見および早期支援に努め、育ちに支援を必要とする

子どもが地域で安心して成長していくためのライフステージにおける

切れ目のない一貫した支援体制構築に向けて、相談支援機能の充実を

図っていきます。 

３ 地域生活支援事業                          

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、区市町村や都道府県が主体と

なって、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的

かつ効果的に実施するものです。地域生活支援事業には、法定必須事業と、任意事

業である都の基準において実施する福祉サービスおよび区が独自で基準を定めて

実施する福祉サービスがあります。区は、過去の実績および今後の障害者のニーズ、

事業計画に基づき、平成 30 年度から平成 32 年度の各年度における地域生活支援事

業の見込量を設定し、その確保に努めていきます。 

（１）必須事業 

① 理解促進研修・啓発事業 

       障害者等が日常生活および社会生活を営む上で生じる社会的障壁をな

くすために、障害者等への理解を深めるための啓発事業等を通じて地域住

民への働きかけを行い共生社会の実現を目指すものです。 

サービス名 単位/年
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

障害児相談支援
利用者数 

（累計） 
0 0 0 1 166 194 350 420 504

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。ただし、平成 29年度は 8月までの累計実績です。 
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   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        「障害者週間 記念のつどい」と「ふくしまつり」を対象事業として

います。今後も継続して実施していきます。 

② 相談支援事業

障害のある人の自立した日常生活および社会生活を支えるため、障害の

ある人自身、その家族その他障害のある人の介護を行う人からの相談に応

じ、障害福祉サービスの利用についての相談や必要な情報の提供等を行い

ます。 

   a. 見込量 

品 

b. 見込量の確保等にあたって 

品川区では、区立障害者生活支援センター、精神障害者地域生活支 

援センター「たいむ」、福栄会障害者相談支援センター、グロー障害者

相談支援センターの 4カ所で相談支援事業を実施しています。 

サービス名 単位 

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

理解促進研修

・啓発事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有

事業名 内 容 

障害者週間 

記念のつどい 

区民が障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害

者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する

意欲を高めるため、毎年障害者週間中に開催しています。 

ふくしまつり 

障害者とその家族が区内の施設、ボランティア団体とともに区民と

の交流、親睦を図ることおよび、区民の障害者への理解を深めること

を目的とし、インクルージョンを基本としたまちづくりに向けて毎年

実施しています。 

事業名 単位
実績 見込量

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

障害者相談支援事

業所
設置数 2 3 3 3 3 4 4 4 4

基幹相談支援

センター
設置の有無 無 有 有 有 有 有 有 有 有

基幹相談支援セン

ター等機能強化事

業

実施の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
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平成 25 年には、品川区障害者福祉課を基幹相談支援センターに位置

づけました。基幹相談支援センターは、地域の支援力の向上をめざし、

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専

門的な相談支援体制の強化や、相談支援事業者等への助言・指導、人

材育成、権利擁護・虐待防止の取組みを行います。 

③ 成年後見制度利用支援事業 

障害のある人の権利擁護の視点から、成年後見等開始審判を受けた障害

者で、成年後見人等および監督人への報酬の支払いが困難な人に当該費用

の一部または全部を助成しています。 

   a. 見込量 

b. 見込量の確保等にあたって 

介護者の高齢化に伴い、ニーズは増加傾向にあります。成年後見支

援の安定を図り、障害者の権利擁護を推進します。 

④ 成年後見制度法人後見支援事業 

    障害のある人の権利擁護の視点から、成年後見制度における後見等の業

務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備し、法人後見の

活動を支援する事業です。 

名 称 所 在 地 開 設 

品川区障害者生活支援 

センター 

品川区旗の台 5 丁目 2 番 2号 

（心身障害者福祉会館内） 
平成 14 年 9 月 

精神障害者地域生活支援 

センター「たいむ」 
品川区西五反田 2丁目 24 番 2号 平成 17 年 10 月 

福栄会障害者相談支援 

センター 
品川区東品川 3 丁目 1 番 8号 平成 25 年 4 月 

グロー障害者相談支援 

センター 
品川区南品川 5 丁目 10 番 43 号 平成 29 年 6 月 

サービス名 単位/年
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

成年後見制度利

用支援事業 

年間実利

用者数
- 4 4 4 4 4 5 6 7

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。なお、この事業は平成 25 年度から実施しているものです。 
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   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        (福)品川区社会福祉協議会品川成年後見センターに委託をし、本事

業を推進することで障害者の権利擁護を図ります。

⑤ 意思疎通支援事業 

    聴覚、言語・音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障

がある障害者等に手話通訳、要約筆記の方法により、意思疎通の円滑化を

図ります。 

     ・手話通訳者派遣事業 

   a. 見込量 

      b. 見込量の確保等にあたって 

         必要に応じてサービスが提供できるよう、手話通訳登録者の確保

と事業の周知を図ります。 

   ・要約筆記者派遣事業 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         必要に応じてサービスが提供できるよう、要約筆記登録者の確保

と事業の周知を図ります。 

サービス名 単位 
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

成年後見制度法

人後見支援事業
実施の有無 無 有 有 有 有 有 有 有 有

サービス名 単位 
実績 見込量 

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

32
年度

手話通訳者

派遣事業 
年間利用件数 713 664 555 548 711 700 710 720 730

サービス名 単位 

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

要約筆記者

派遣事業 
年間利用件数 36 35 17 22 13 25 28 31 34

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 
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     ・手話通訳者設置事業 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         区役所に来所する聴覚障害者に対し、手話通訳者による対応を実

施しています。利用者のニーズに合ったサービス提供を行います。 

⑥ 日常生活用具給付等事業 

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付

を行います。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        利用者の意向やニーズの的確な把握を図り、新たな需要に対応した

給付用具の追加や給付対象者の拡大など、サービスについて引き続き

内容を充実させていきます。 

⑦ 手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障害のある人との交流活動の促進、区の広報活動などの支援者とし

て期待される手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取得した者）の

養成研修を行います。 

サービス名 単位 

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

手話通訳者

設置事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有

事業名 単位
実績 見込量

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

日常生活用具給付等事業 年間給付件数 5,178 5,303 5,469 5,685 5,661 5,781 8,908 9,038 9,171

内
訳

介護・訓練支援用具 年間給付件数 13 4 16 12 8 11 11 11 11

自立生活支援用具 年間給付件数 43 25 52 45 24 38 38 38 38

在宅療養等支援用具 年間給付件数 23 35 35 35 32 32 32 32 32

情報・意思疎通支援用具 年間給付件数 44 47 49 39 73 50 50 50 50

排泄管理支援用具 年間給付件数 5,051 5,189 5,309 5,546 5,521 5,645 8,772 8,902 9,035

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
年間給付件数 4 3 8 8 3 5 5 5 5

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 
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   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        利用者に必要に応じてサービスが提供できるよう手話通訳者の養成

に努めます。 

⑧ 移動支援事業 

屋外での活動が困難な人に対して、外出のための支援を行うことにより、

地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とした事業です。 

a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        需要については増加が見込まれます。事業者等サービスの担い手の

確保とともに、利用者のニーズを的確に把握し、対象者の拡大などサ

ービスについて内容を充実させていきます。 

⑨ 地域活動支援センター 

創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとと

もに、日常生活に必要な支援を行います。区内には現在 2カ所の地域活動

支援センターがあります。 

サービス名 単位 

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

手話奉仕員養成

研修事業 
研修修了者数 12 16 6 28 40 11 20 20 20

サービス名 単位 

実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

移動支援事業
年間延利用者数

年間延利用時間数

538

3,566

735

4,810

785

5,547

953

9,251

1,217

11,636

1,300

12,000

1,450

14,500

1,550

15,500

1,650

16,500

名 称 所 在 地 開 設 

区立地域活動支援センター 

「逢（あえる）」 

品川区旗の台 5丁目 2番 2号 

（心身障害者福祉会館内） 
平成 24 年 4 月 

精神障害者地域生活支援センター 

「たいむ」 
品川区西五反田 2丁目 24 番 2 号 平成 17年 10 月 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。なお、平成 26 年度より養成に重点をおいた研修に 

変更したため、平成 25 年度以前の実績値は養成コースのみの修了者数としています。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 
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a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        利用者のニーズを踏まえた機能強化と支援内容の充実を図っていき

ます。なお、平成 31 年度開設の（仮称）品川区立障害児者総合支援施

設に 1カ所設置の予定です。 

（２）任意事業 

① 巡回入浴サービス事業（日常生活支援） 

       障害者の健康保持と家庭の負担軽減を図るため、入浴が困難な在宅の重

度心身障害者（児）に巡回入浴車を派遣しています。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

         需要に合わせてサービスが提供できる体制を継続していきます。 

② 日中一時支援事業（日常生活支援） 

特別支援学校等に通学する障害児を介護している家族の就労を支える

預かりや一時的休息のため、放課後や夏休み等長期休暇中の活動の場を提

供します。 

   a. 見込量 

事業名 （単位）
実績 見込量

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

地域活動支援セン

ター機能強化事業

設置数

年間延利用者数

2

12,069

2

11,378

2

11,859

2

10,438

2

9,984

2

10,000

2

10,100

3

11,200

3

12,300

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

巡回入浴 

サービス事業
年間利用件数 911 987 1,055 1,129 1,256 1,300 1,350 1,400 1,450

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度 

31 
年度

32 
年度

日中一時

支援事業 
年間延利用者数 4,269 4,712 5,495 4,597 4,389 4,828 5,865 7,797 8,073

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの利用実績を 

勘案した推計値です。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの利用実績を 

勘案した推計値です。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの利用実績を 

勘案した推計値です。 
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     b. 見込量の確保等にあたって 

        就労しながら障害児を育てる家庭の増加や、家族介護・兄弟支援等

によるニーズの増加が見込まれます。需要に合わせてサービスの提供

体制を充実させていきます。 

③ 障害者世帯ハウスクリーニング事業（日常生活支援） 

障害のある人の世帯の衛生と健康保持を図るため、本人または家族によ

るハウスクリーニング（大掃除）が困難な世帯に、日常の清掃では手の及

ばない箇所の清掃を実施しています。 

   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        需要に合わせてサービスが提供できる体制を継続していきます。 

④ 住宅設備改善費給付事業（日常生活支援） 

身体に障害のある人の住宅を改造することにより、本人や介護者の負担

の軽減を図ります。 

a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        需要に合わせてサービスが提供できる体制を継続していきます。 

⑤ 障害者緊急通報システム（日常生活支援） 

障害のある人の世帯に、緊急通報システムを設置し、緊急時（救急・火

災等）の安全確保を図ります。 

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

障害者世帯

ハウスクリー

ニング事業 

年間利用件数 49 48 45 50 48 50 50 50 50

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

住宅設備改善費

給付事業 
年間実施戸数 8 8 4 4 3 4 4 4 4

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの利用実績を 

勘案した推計値です。 
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   a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        利用者のニーズの把握に努めながら事業の周知を図り、需要に応じ

たサービスの提供を行います。 

⑥ 自動車運転免許取得助成（社会参加支援） 

障害のある人が自動車運転免許を取得する際、運転教習料の一部を補助

することで、障害のある人の生活の利便および生活圏の拡大を図ります。 

a. 見込量 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        需要に合わせてサービスが提供できる体制を継続していきます。 

⑦ 自動車改造経費助成（社会参加支援） 

上肢、下肢または体幹機能障害のある身体障害者手帳 1・2 級の人が、

就労等に伴い自動車を取得し、自ら運転するために改造を必要とする場合、

改造経費の一部を助成します。 

a. 見込量 

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

障害者緊急通報

システム 
年間設置戸数 21 22 14 14 17 16 18 20 22

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

自動車運転免許

取得助成 
年間助成者数 1 1 1 2 2 2 2 2 2

サービス名 単位 
実績 見込量 

24 
年度

25 
年度

26 
年度

27 
年度

28 
年度

29 
年度

30 
年度

31 
年度

32 
年度

自動車改造経費

助成 
年間助成者数 3 2 2 3 0 2 2 2 2

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 

※実績・見込量は各年度年間の数値です。ただし、平成 29 年度実績はこれまでの実績を勘案 

した推計値です。 



56 

     b. 見込量の確保等にあたって 

        需要に合わせてサービスが提供できる体制を継続していきます。 
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第６章 資料編

１ 品川区の障害者向け施設・サービスの現状             

（１）品川区の主な障害者支援施設一覧       平成 29年 9月 1日現在

区分 種 別 
施設数
(定員)

名 称 所在地 定員 開 設

相
談
支
援

指定特定相談支援事業所

8 

①区立障害者生活支援センター 

（心身障害者福祉会館内） 
旗の台 5-2-2 － H14.9

②精神障害者地域生活支援センター 

「たいむ」 
西五反田 2-24-2 － H17.10

③福栄会障害者相談支援センター 東品川 3-1-8 － H25.4

④(株)ハート・トータルサービス 東五反田 4-8-7 － H25.6

⑤ケアサークル恵愛 

障害者相談支援センター 
大井 3-17-8 － H26.5

⑥ケアメイト品川 居宅介護支援事業所 西大井 2-4-14 － H26.6

⑦相談支援事業所パルレ 八潮 5-9-11 － H27.1

⑧グロー障害者相談支援センター 南品川 5-10-43 － H29.6

障害児相談支援事業所 

5 

⑨品川区障害者福祉課 広町 2-1-36 － H27.9

⑩ケアサークル恵愛 

障害者相談支援センター 
大井 3-17-8 － H26.5

⑪ケアメイト品川 居宅介護支援事業所 西大井 2-4-14 － H26.6

⑫相談支援事業所パルレ 八潮 5-9-11 － H27.1

⑬グロー障害者相談支援センター 南品川 5-10-43 － H29.6

障害者就労支援センター 1 ⑭障害者就労支援センター「げんき品川」 大崎 4-11-12 － H15.4

居
住
の
場
の
確
保

施設入所支援 

(短期入所) 

2 

(130)

(短 8)

⑮区立かがやき園 西大井 6-2-14 
30 

(短 3)
H16.5

⑯(福)品川総合福祉センター 

かもめ園 
八潮 5-1-1 

100 

(短 5)
S58.4

共同生活援助 

12 

(77) 

⑰区立北品川つばさの家 北品川 3-7-21 12 H3.10

⑱区立西大井つばさの家 西大井 5-7-24 7 H6.4 

⑲区立上大崎つばさの家 上大崎 1-20-12 5 H26.4

⑳わいわいてい 西大井 6-9-3 5 H14.11

㉑旗の台つばさの家 旗の台 3-5-11 6 H15.7

㉒海老沢寮  東大井 4-8-11 4 H15.7

㉓八潮寮 八潮 5-6-33-403 4 H15.7

㉔グループホーム森前  西大井 1-8-7 6 H22.3

㉕鮫洲なぎさの家  東大井 1-3-10 6 H23.4

㉖かもめハウス  南大井 3-20-14 6 H11.10

㉗ふくふくホーム ふくふく五反田 西五反田 7-12-4 6 H28.3

○28グループホーム金子山 西大井 4-10-16 10 H29.11

日
中
活
動
の
場

の
確
保

生活介護 

8 

(300)

○29区立心身障害者福祉会館  旗の台 5-2-2 50 S52.7

○30区立西大井福祉園 西大井 5-7-24 25 H6.4 

○31区立かがやき園  西大井 6-2-14 30 H16.5
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区分 種 別 
施設数
(定員)

名 称 所在地 定員 開 設

○32区立ピッコロ 

（重症心身障害者通所施設） 
八潮 5-3-8 5 H24.6

○33 (福)品川総合福祉センター  

かもめ園  
八潮 5-1-1 100 S58.4

○34 (福)品川総合福祉センター  

サンかもめ 
八潮 5-10-27 30 H14.4

○35 (福)福栄会  

第一しいのき学園 
東品川 3-1-8 40 H2.5 

○36 (福)福栄会  

南品川むつみ園  
南品川 5-16-25 20 H26.4

就労継続支援Ａ型 

3 

(70) 

○37 (福)品川総合福祉センター  

福祉工場しながわ 
東大井 1-3-10 

40 
H10.4

○38出張所 パン工房「プチレーブ」 二葉 1-6-1 H10.4

○39区立発達障害者支援施設「ぷらーす」

エヴリィ 
上大崎 1-20-12   10 H26.4

○40すまいる・さぽーと品川 東品川 1-17-2 20 H27.6

就労継続支援Ｂ型 

10 

(260)

○41区立西大井福祉園  西大井 5-7-24 15 H6.4 

○42区立発達障害者支援施設「ぷらーす」

ガーデン 
上大崎 1-20-12  10 H26.4

○43 (福)品川総合福祉センター 

さつき  
八潮 5-3-8 20 S58.4

○44 (福)品川総合福祉センター 

さつき  
八潮 5-1-1 20 S58.4

○45 (福)福栄会  

第二しいのき学園   
東品川 3-1-8 60 H2.5 

○46 (福)福栄会 かもめ第一工房   北品川 3-7-21 25 S62.4

○47 (福)福栄会 かもめ第二工房   西大井 1-8-7 20 H2.4 

○48 (福)福栄会 かもめ第三工房   西五反田 2-24-2 20 H6.4 

○49トット文化館   西品川 2-2-16 20 S62.4

○50 (福)品川区社会福祉協議会  

ふれあい作業所 西大井 
西大井 4-9-9 30 H27.4

○51 (福)品川区社会福祉協議会  

ふれあい作業所 西品川   
西品川 1-28-3 20 H27.4

自立訓練（機能） 1 

(6) 
○52区立心身障害者福祉会館  旗の台 5-2-2 6 S52.7

自立訓練（生活） 1 

(6) 
○53区立心身障害者福祉会館  旗の台 5-2-2 6 S52.7

就労移行支援 

5 

(90) 

○54げんき品川   大崎 4-11-12 20 H24.4

○55ジョブサ品川区 西五反田 1-13-7 20 H26.5

○56～キセキの杜～ 

ジョブステーション大井町 
大井 4-1-2 10 H27.11

○57ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス五反田 西五反田 3-6-20 20 H28.8

○58就労移行支援事業所サンライト 西五反田 2-31-9 20 H29.1

地域活動支援センター 

2 

○59区立地域活動支援センター 

「逢（あえる）」 

（心身障害者福祉会館内） 

旗の台 5-2-2 ― H24.4

○60精神障害者地域生活支援センター 

「たいむ」 
西五反田 2-24-2 ― H17.10

居場所・交流の場の提供

等 
2 

○61発達障害者成人期支援事業「リクト」

(発達障害者支援施設「ぷらーす」内)
上大崎 1-20-12 ― H26.4

○62精神障害者交流スペース「憩いの場」 戸越 5-11-1 ― H19.4

障

害

児

支
援

子ども発達相談室 

2 

○63区立品川児童学園 ※ 

（児童発達支援センター） 
八潮 5-9-11 ― S57.4

○64区立品川児童学園分室 戸越ルーム ※

（児童発達支援センター） 
戸越 6-16-14 ― H26.7

日
中
活
動
の
場
の
確
保
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区分 種 別 
施設数
(定員)

名 称 所在地 定員 開 設

児童発達支援 

12 

(125)

○65区立品川児童学園 ※ 

（児童発達支援センター） 
八潮 5-9-11 20 S33.4 

○66区立品川児童学園分室（コンパス）※ 戸越 6-16-14 10 H19.7 

○67ちびっこタイム品川 東品川 3-25-16 10 H19.6

○68めるへんキッズ南大井園 南大井 3-24-14 10 H24.8

○69ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア 

大井町東口教室 
東大井 5-11-4 10 H27.8

○70アプリ児童デイサービス北品川 北品川 2-18-2 10 H27.11

○71ぷっく旗の台教室 旗の台 5-15-15 10 H29.4

○72ほわわ品川 東品川 3-27-25 5 H29.4

○73キッズアイランドワイキキ 二葉 4-4-19 10 H29.6

○74明晴プレスクールめだか 八潮 5-2-1 10 H29.6

○75めるへんキッズ大森園 
南大井 

6-16-1-101 
10 H29.6

○76スタジオそら品川戸越 東中延 1-3-11 10 H29.6

放課後等デイサービス 

12 

(119)

○77区立品川児童学園分室（コンパス）※ 戸越 6-16-14 10 H19.7

○78ちびっこタイム品川
東大井 

5-23-16-110 
9 H19.6

○79めるへんキッズ南大井園 南大井 3-24-14 10 H24.8

○80このこのリーフ中延 中延 3-13-19 10 H26.12

○81アプリ児童デイサービス不動前 西五反田 3-13-14 10 H27.3

○82アプリ児童デイサービス北品川 北品川 2-18-2 10 H27.11

○83スキップランド西大井 西大井 6-14-15 10 H28.8

○84みんなの家ゆめっこ 中延 6-3-16 10 H28.9

○85キッズアイランドワイキキ 二葉 4-4-19 10 H29.6

○86めるへんキッズ大森園 
南大井 

6-16-1-101 
10 H29.6

○87スタジオそら品川戸越 東中延 1-3-11 10 H29.6

○88療育スタジオ・ピコ 戸越公園教室 豊町 3-1-1 10 H29.7

日中一時支援事業 2 

(25) 

○89にじのひろば戸越 戸越 6-8-20 10 H17.9

○90にじのひろば八潮 八潮 5-3-8 15 H23.7

自立支援等 
1 

○91発達障害・思春期サポート事業 

「ら・るーと」 

(発達障害者支援施設「ぷらーす」内) 

上大崎 1-20-12 ― H20.4

※区立品川児童学園と区立品川児童学園分室で行われる事業は、平成 31 年 4 月より（仮称）品川区立障害児者総

合支援施設（南品川 3-7-7）へ移転する予定です。 

障
害
児
支
援
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（２）品川区の主な障害者支援施設所在地           

相談支援 【障害児相談支援事業所】 【共同生活援助】 

【指定特定相談支援事業所】  9 品川区障害者福祉課  17 区立北品川つばさの家 

1 区立障害者生活支援センター  
10

ケアサークル恵愛 

障害者相談支援センター 

18 区立西大井つばさの家 

2
精神障害者地域生活支援センター 

「たいむ」 

19 区立上大崎つばさの家 

11
ケアメイト品川 

居宅介護支援事業所 

20 わいわいてい 

3 福栄会障害者相談支援センター  21 旗の台つばさの家 

4 ㈱ハート・トータルサービス  12 相談支援事業所パルレ  22 海老沢寮 

5
ケアサークル恵愛 

障害者相談支援センター 

13 グロー障害者相談支援センター  23 八潮寮 

【障害者就労支援センター】  24 グループホーム森前 

6
ケアメイト品川 

居宅介護支援事業所 

14 げんき品川  25 鮫洲なぎさの家 

居住の場の確保 26 かもめハウス 

7 相談支援事業所パルレ 【施設入所支援（短期入所）】  27 ふくふくホーム ふくふく五反田 

8 グロー障害者相談支援センター  15 区立かがやき園  28 グループホーム金子山 

16 かもめ園 

平成 29 年 9 月 1 日現在 

…（仮称）品川区立障害児者総合支援施設（平成３１年竣工予定） 
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日中活動の場の確保 【自立訓練（機能）】 障害児支援 

【生活介護】  52 区立心身障害者福祉会館 【子ども発達相談室】 

29 区立心身障害者福祉会館 【自立訓練（生活）】  63 区立品川児童学園 

30 区立西大井福祉園 53 区立心身障害者福祉会館  
64

区立品川児童学園分室 

戸越ルーム 31 区立かがやき園 【就労移行支援】  

32
区立ピッコロ 

（重症心身障害者通所施設） 

54 げんき品川 【児童発達支援】

55 ジョブサ品川区  65 区立品川児童学園 

33 かもめ園  56 キセキの杜  66 区立品川児童学園分室 コンパス

34 サンかもめ  57 LITALICO ワークス五反田  67 ちびっこタイム品川 

35 第一しいのき学園  58 サンライト  68 めるへんキッズ南大井園 

36 南品川むつみ園 【地域活動支援センター】  
69

LITALICO ジュニア 

大井町東口教室 【就労継続支援Ａ型】 
59

区立地域活動支援センター 

「逢（あえる）」 37 福祉工場しながわ 70 アプリ児童デイサービス北品川 

38
福祉工場しながわ出張所 

プチレーブ 
60

精神障害者地域生活 

支援センター「たいむ」 

71 ぷっく旗の台教室 

72 ほわわ 

39
区立発達障害者支援施設 

「ぷらーす」エヴリィ 

【居場所・交流の場の提供等】  73 キッズアイランドワイキキ 

61
発達障害者成人期支援事業 

「リクト」 

74 明晴プレスクールめだか 

40 すまいる・さぽーと品川  75 めるへんキッズ大森園 

【就労継続支援Ｂ型】  
62

精神障害者交流スペース 

「憩いの場」 

76 スタジオそら品川戸越 

41 区立西大井福祉園  【放課後等デイサービス】 

42
区立発達障害者支援施設 

「ぷらーす」ガーデン 

77 区立品川児童学園分室 コンパス

78 ちびっこタイム品川 

43 さつき 79 めるへんキッズ南大井園 

44 さつき 80 このこのリーフ中延 

45 第二しいのき学園 81 アプリ児童デイサービス不動前 

46 かもめ第一工房 82 アプリ児童デイサービス北品川 

47 かもめ第二工房 83 スキップランド西大井 

48 かもめ第三工房 84 みんなの家ゆめっこ 

49 トット文化館 85 キッズアイランドワイキキ 

50 ふれあい作業所 西大井 86 めるへんキッズ大森園 

51 ふれあい作業所 西品川 87 スタジオそら品川戸越 

88 療育スタジオ・ピコ 戸越公園教室

【日中一時支援事業】 

89 にじのひろば荏原 

90 にじのひろば八潮 

【自立支援等】 

91
発達障害・思春期サポート事業 

「ら・るーと」 
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（３）品川区の主な地域生活への支援事業一覧          

事業名 内 容 開 始 

知的障害者 
地域生活サポート 24 事業 

単身生活の知的障害者を対象に、日常生活の困り
ごとへの相談助言、賃貸契約による一般住宅への入
居に必要な支援、休日・夜間を含めて 24 時間の緊
急対応等を行います。         

H20.4 

精神障害者 
地域生活サポート 24 事業 

単身生活の精神障害者を対象に、日常生活の困り
ごとへの相談助言、賃貸契約による一般住宅への入
居に必要な支援、休日・夜間を含めて 24 時間の緊
急対応等を行います。   

H20.4 

精神障害者 
地域生活安定化支援事業 
「ソル」 

精神障害者が地域で暮らしていくために、医療中
断防止、服薬管理、社会参加や通院等の支援を行い
ます。また、精神科医・精神保健福祉士等の家庭訪
問を行います。 

H23.4 
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２ 策定体制                            
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３ 策定経過                            



65 

４ 品川区障害児実態・意向調査     

（１）調査概要 

   ①調査対象 

18 歳以下の障害児のいる世帯の保護者全員（平成 29 年 6 月末日現在） 

    a. 未 就 学 児：308 人 

    b. 就学児以上 18 歳以下の方：533 人 

②調査期間 

平成 29 年 8 月 10 日～28 日 

③調査方法 

郵送による配布・回収 

④配布・回収状況 

配布・回収状況 配布数 回収数 有効回収率 

未就学児 308 176 57.1％

就学児以上 18 歳以下の方 533 259 48.6％

全体 841 435 51.7％

（２）調査結果概要 

①お子さん・世帯の状況について（未就学児、就学児以上 18 歳以下の方） 

○障害の種類は未就学児では「いずれも持っていない」が過半数、就学児以上 18

歳以下の方では「愛の手帳」が多いが、２種類の所持者が一定数みられる。 

（未就学児：問３、就学児以上 18歳以下の方：問３） 

調査対象者が所持している障害者手帳の種類は、未就学児では「いずれも持って

いない」が 51.7％、「愛の手帳」が 25.6％、就学児以上 18 歳以下の方では「愛の 

手帳」が 56.4％、「身体障害者手帳」が 25.5％となっています。 

手帳の重複状況（下表）をみると、１種類のみの所持者は未就学児では 44.3％、

就学児以上 18 歳以下の方では 68.4％となっています。 

２種類の所持では「身体障害者手帳」と「愛の手帳」の所持者は未就学児で 3.4％、

就学児以上 18 歳以下の方で 7.7％みられます。 

したがって、身体障害のある児童では、知的障害または指定難病等を併せ持つケ

ースが比較的多いとみられます。 
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手帳の種類 
未就学児（176 人） 就学児以上 18 歳以下の方（259 人）

回答者数 割合 回答者数 割合 

１

種

類

身体障害者手帳 25

78

14.2%

44.3%

46

177

17.8%

68.4%

愛の手帳 38 21.6% 125 48.3%

精神障害者保健福祉手帳 0 0.0% 1 0.4%

特定医療費(指定難病)受給者証、

小児慢性特定疾病医療受給者証 
15 8.5% 5 1.9%

２

種

類

身体障害者手帳 
7

7

3.4%

4.0%

20

21

7.7%

8.1%
愛の手帳 

愛の手帳 
0 0.0% 1 0.4%

精神障害者保健福祉手帳 

 いずれも持っていない 91 51.7% 57 22.0%

 無回答 0 0.0% 4 1.5%

②お子さんの障害・疾病の状況について（未就学児、就学児以上 18 歳以下の方） 

○障害に最初に気付いた時期について、身体障害や知的障害、重症心身障害では「出

生時」、発達障害では「１歳」の割合が高い。 

（未就学児：問７と問９、就学児以上 18歳以下の方：問６と問８） 

障害の種類別に障害に最初に気付いた時期について、未就学児、就学児以上 18

歳以下の方を合算すると、下表のとおりです。 

このうち、「身体障害」の５種類と「重症心身障害」では「出生時」の割合が高

く、３歳までに気付くケースが多数となっています。なお、身体障害でも「聴覚障

害・平衡機能障害」と「音声・言語・そしゃく障害」では「９～11 歳」の回答があ

り、就学してから障害に気付いたケースもみられます。 

知的障害では、「出生時」が 28.0％と高い割合となっていますが、２歳以下の各

区分で 10～20％台みられるほか、「４歳」を除く各年齢層で回答がみられ、成長し

てから障害に気付くケースがみられます。 

発達障害では、「１歳」が 27.7％、「２歳」が 26.9％、「３歳」で 19.2％となって

おり、１～３歳で７割以上となっています。なお「12 歳以上」までの各年齢階層で

回答がみられ、成長してから障害に気付くケースがみられます。 

上段：回答者数、下段：割合 
障害に最初に気付いたのはいつ頃か（就学児以上 18 歳以下の方、未就学児の回答を合算） 

出生時 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6～8 歳 9～11 歳 12 歳以上 無回答

全体 435 108 55 95 81 59 7 9 10 7 2 2

24.8 12.6 21.8 18.6 13.6 1.6 2.1 2.3 1.6 0.5 0.5

障
害
の
種
類
（
複
数
回
答
）

身体障害(視覚障

害) 

14 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0

50.0 21.4 21.4 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

身体障害(聴覚障

害・平衡機能障害)

35 21 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0

60.0 14.3 14.3 5.7 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0

身体障害(音・言

語・そしゃく障害)

37 18 7 5 4 2 0 0 0 1 0 0

48.6 18.9 13.5 10.8 5.4 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0

身体障害(肢体不

自由) 

55 28 18 7 0 2 0 0 0 0 0 0

50.9 32.7 12.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

身体障害(内部障

害) 

30 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

86.7 10.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害 175 49 25 43 32 14 0 2 5 4 1 0

28.0 14.3 24.6 18.3 8.0 0.0 1.1 2.9 2.3 0.6 0.0

重症心身障害 13 7 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0

53.8 23.1 7.7 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高次脳機能障害 5 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

20.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0

発達障害 260 20 22 72 70 50 7 8 6 4 1 0

7.7 8.5 27.7 26.9 19.2 2.7 3.1 2.3 1.5 0.4 0.0

その他 27 6 2 8 2 5 0 1 3 0 0 0

22.2 7.4 29.6 7.4 18.5 0.0 3.7 11.1 0.0 0.0 0.0

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 
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③困りごとの相談、介助者への支援について（未就学児、就学児以上 18歳以下の方） 

○主な介助者は「母親」が 78.4％。夫婦で介助している世帯が多いが、「サポート

してくれる人はいない」も１割以上みられる。 

（未就学児：問 11 と問 12、就学児以上 18 歳以下の方：問 10 と問 11） 

主な介助者と主な介助者をサポートしてくれる親族・知人について、未就学児、

就学児以上 18 歳以下の方を合算すると、下表のとおりです。 

主な介助者は、「母親」が 78.4％（435 人中 341 人）、「父親」が 6.0％（435 人中

26 人）、「同居している祖父母」が 0.2％（435人中１人）となっています。 

主な介助者別に主な介助者をサポートしてくれる親族・知人をみると、主な介助

者が「母親」の世帯では、「父親」が 73.0％、「その他親族」が 17.6％となってい

るほか、「兄弟姉妹」も 15.8％となっています。 

主な介助者が「父親」の世帯では、「母親」が 42.3％（26 人中 11 人）、「その他

親族」が 26.9％（26 人中 7人）となっており、主な介助者が「母親」の世帯と比

べて「その他親族」の支援を受けている世帯が多くなっています。 

なお、「サポートしてくれる人はいない」は、主な介助者が「父親」の世帯で 15.4％

（26 人中 4人）、「母親」の世帯で 12.0％となっており、父親のみまたは母親のみ

で介助している世帯が１割以上みられます。 

上段：回答者数、下段：割合 

    主な介助者をサポートしてくれる親族・知人（複数回答） 

  父親 母親 兄弟 

姉妹 

同居し

ている

祖父母

その他

親族 

近所の

人 

その他 サポー

トして

くれる

人はい

ない 

無回答 非該当

全体 368 258 30 55 19 67 12 28 45 12 67

70.1 8.2 14.9 5.2 18.2 3.3 7.6 12.2 3.3

主

な

介

助

者

父親 26 11 1 1 7 2 2 4 0 0

42.3 3.8 3.8 26.9 7.7 7.7 15.4 0.0

母親 341 249 54 18 60 10 26 41 12 0

73.0 15.8 5.3 17.6 2.9 7.6 12.0 3.5

同居し

ている

祖父母

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。また、主な介助者は回答のあった 

項目のみ表示。 

※主な介助者と主な介助者をサポートしてくれる親族・知人が同一の回答 

（父親－父親 8 人、母親－母親 18 人）は集計表から削除。 

父親のみ、または、母親のみで介助している世帯の世帯構成（下表）をみると、

両親がいても一方のみが子どもを介助している世帯が全体の 66％になります。 

介助者 
世帯構成別該当者数 

両親がいる世帯 ひとり親世帯 

父親：4人 3 人 1 人

母親：41人 27 人 14 人
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○子育てについて困っていることは、未就学児では「お子さんから目が離せない」、

就学児以上 18 歳以下の方では「気持ちが休まらない」の割合が最も高い。 

（未就学児：問 13、就学児以上 18 歳以下の方：問 12） 

子育てについて困っていることは、未就学児では「お子さんから目が離せない」

が 33.0％と最も割合が高く、次いで「気持ちが休まらない」が 30.7％となってい

ます。また、就学児以上 18 歳以下の方では「気持ちが休まらない」が 34.4％と最

も割合が高く、次いで「お子さんから目が離せない」が 22.8％となっており、未就

学児の回答と１位、２位が入れ替わっているものの、ほぼ同じ傾向といえます。 

○相談窓口の相談しやすさについて、概ね「気軽に相談できる」という評価だが、

一部窓口では「時間や手間がかかる」「相談しにくい」の感想もみられる。 

（未就学児：問 14 と問 15②、就学児以上 18 歳以下の方：問 13と問 14②） 

家族や知人以外の相談先の相談しやすさについて、未就学児、就学児以上 18 歳

以下の方を合算すると、下表のとおりです。 

全体では「気軽に相談できる」が 60.0％と半数以上となっています。また、機関・

窓口別でみても「気軽に相談できる」の回答が多くみられます。 

その一方で、「障害者福祉課以外の区の窓口」では該当者４人中２人が「相談し

にくい」と回答しています。また、「区の障害者福祉課」も 14.0％が「相談しにく

い」と回答しています。 

上段：回答者数、下段：割合 

    その相談先は、相談しやすいか 

  気軽に相談

できる 

時間や手間はか

かるが、相談に応

じてもらえる 

相談しにくい 無回答

全体 435 261 95 15 64

60.0 21.8 3.4 14.7

家
族
や
知
人
以
外
の
相
談
先
（
複
数
回
答
）

医療機関 139 78 51 4 6

56.1 36.7 2.9 4.3

区の障害者福祉課 43 20 13 6 4

46.5 30.2 14.0 9.3

保健センター 4 2 2 0 0

50.0 50.0 0.0 0.0

障害者福祉課以外の区の窓

口 

4 1 1 2 0

25.0 25.0 50.0 0.0

品川児童学園「子ども発達

相談室」 

53 36 14 1 2

67.9 26.4 1.9 3.8

幼稚園・保育園 49 41 3 3 2

83.7 6.1 6.1 4.1

利用している療育施設 155 118 33 3 1

76.1 21.3 1.9 0.6

相談支援事業所 7 3 4 0 0

42.9 57.1 0.0 0.0

利用しているサービス 65 49 14 2 0

75.4 21.5 3.1 0.0

障害者の会や家族の会 25 20 4 1 0

80.0 16.0 4.0 0.0

その他 82 62 13 2 5

75.6 15.9 2.4 6.1

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。また、相談先は回答のあった項目 

のみ表示。 



69 

○区や事業者などの相談窓口に期待することについて、未就学児、就学児以上 18

歳以下の方ともに「お子さんに適したサービス情報の提供」の割合が最も高い。 

（未就学児：問 16、就学児以上 18 歳以下の方：問 15） 

区や事業者などの相談窓口に期待することについて、「お子さんに適したサービ

ス情報の提供」が未就学児で 73.3％、就学児以上 18 歳以下の方で 66.8％と最も高

い割合となっています。 

なお、未就学児では「障害・病気に適した専門的なアドバイス」、就学児以上 18

歳以下の方では「新しい施策やサービスなどの情報提供」の割合が比較的高く、年

齢層によって、期待する内容に違いがみられます。 

○主な介助者・子育てに必要な支援について、未就学児では「早期の療育」、就学

児以上 18 歳以下の方は「専門的な相談支援体制」の割合が最も高い。 

（未就学児：問 17、就学児以上 18 歳以下の方：問 16） 

主な介助者・子育てへの支援について、未就学児では「早期の療育」が 52.8％、

「専門的な相談支援体制」が 46.0％となっています。また、就学児以上 18 歳以下

の方は「専門的な相談支援体制」が 43.2％と最も割合が高く、次いで「経済的な支

援」が 30.9％となっており、障害児の年齢層に応じて異なる支援が期待されていま

す。 

その一方で「専門的な相談支援体制」は未就学児、就学児以上 18歳以下の方と

もに４割以上となっており、相談体制の充実が期待されているとみられます。 

④医療的ケアの必要なお子さんについて（未就学児、就学児以上 18 歳以下の方） 

○医療的ケアの必要な障害児は、未就学児で 11.4％、就学児以上 18 歳以下の方で

6.2％が該当している。医療的ケアは「母親」が担っている世帯が多い。 

（未就学児：問 18 と問 19①、就学児以上 18 歳以下の方：問 17と問 18①） 

医療的ケアの必要な障害児は、未就学児で 11.4％（176人中 20 人）、就学児以上

18 歳以下の方で 6.2％（259 人中 16 人）となっており、未就学児で比較的割合が高

く、回答者の１割以上となっています。 

その内訳は、未就学児では「たん吸引」と「酸素吸入」がともに 4.5％、「その他」

が 4.0％となっています。また、就学児以上 18歳以下の方で「その他」が 3.1％、

「胃瘻・腸瘻」が 1.9％となっており、その他の医療的ケアは１％以下となってい

ます。 

医療的ケアを行っている人は、「母親」が未就学児で 85.0％（20 人中 17 人）、就

学児以上 18 歳以下の方で 81.3％（16 人中 13人）となっており、いずれも８割以

上となっています。なお、「母親」以外の回答は、未就学児では３人のうち２人が

「父親」、１人は無回答、就学児以上 18 歳以下の方では「父親」「医師・看護師」「そ

の他」が各１人となっています。 

⑤お子さんの生活について（未就学児） 

○幼稚園・保育園・療育施設等の生活での困りごと・心配ごとについて、「通わせ

る施設の選択肢が少ない」「周囲の子どもとの関係」の割合が高い。また、幼稚園・

保育園・療育施設等以外の過ごし方の希望について、「習い事・スポーツ」「同世代

の子どもとの遊び」の回答が多くみられる。 

     （未就学児：問 20①③）
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幼稚園・保育園・療育施設等の生活での困りごと・心配ごとについて、「周囲の

子どもとの関係」が 36.2％と最も割合が高く、次いで「通わせる施設の選択肢が少

ない」が 28.8％となっています。 

また、幼稚園・保育園・療育施設等以外の過ごし方の希望について、「習い事・

スポーツ」「同世代の子どもとの遊び・交流」の回答が多くみられます。これは、

自宅で家族と過ごす障害児が多いことから、同世代の子どもとのコミュニケーショ

ンの経験を積むこと、体を動かす活動の希望が多いものとみられます。 

○障害児の小学校入学時の進路について、「小学校の通常学級」が 31.3％と多いも

のの、「わからない」も 25.8％みられる。また、進学先の判断や進学後の学校生活

を心配する保護者は多い。 

（未就学児：問 21 と問 22） 

小学校入学時の進路希望について、「小学校の通常学級」が 31.3％、「小学校の通

常学級（特別支援教室・通級指導学級）」が 17.2％となっていますが、「わからない」

が 25.8％となっています。 

なお、「わからない」の回答者（163 人中 42 人）の年齢別の内訳は以下のとおり

です。 

３歳、４歳、５歳の各年齢において、10人以上が「わからない」と回答していま

す。 

「わからない」の回答者（42人）の年齢別人数 

1 歳 1 人

2 歳 7 人

3 歳 11 人

4 歳 12 人

5 歳 11 人

また、今後の生活や進学等についての心配ごとにおいても、「進学先の選択につ

いて」「学業・学校生活について」の回答が多くみられたことから、入学直前まで、

判断に悩む保護者が多いとみられます。 

⑥お子さんの進路・将来について（就学児以上 18 歳以下の方） 

○障害児の進路・将来について、中学校（中等部）卒業後は「高等学校」または「特

別支援学校の高等部」、高等学校（高等部）卒業後は「企業等へ就職する(一般就労)」

の希望が多い。 

（就学児以上 18歳以下の方：問 20 と問 21） 

小学校（小学部）、中学校（中等部）に通学している児童・生徒の中学校（中等

部）卒業後の進路希望は「特別支援学校の高等部」が 38.7％、「高等学校(夜間を含

む)」が 37.6％となっており、合わせて 76.3％が進学を希望しています。 

なお、「わからない」が 19.6％（194 人中 38 人）みられます。その内訳は下表の

とおりです。 

38 人のうち、35 人が小学校（小学部）、３人が中学校（中等部）となっており、

小学校（小学部）の段階では、進路を決めかねている状況があります。 
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「わからない」の回答者（38人）の通学状況別人数 

小学校の通常学級 4人

35 人
小学校の通常学級(特別支援教室・通級指導学級) 10 人

小学校の特別支援学級 13 人

特別支援学校の小学部 8人

中学校の通常級(通級指導学級) 1 人
3 人

中学校の特別支援学級 2人

高等学校（高等部）に通学している生徒の卒業後の進路希望は、「企業等へ就職

する(一般就労)」が 39.7％と最も割合が高く、次いで「生活介護の施設へ通う」が

17.2％、「就労継続支援事業所や就労移行支援事業所へ通う」が 15.5％となってい

ます。なお、「大学や短期大学へ通う」は 6.9％、「専門学校や専修学校へ通う」は

0.0％となっています。 

なお、「大学や短期大学へ通う」の回答者（４人）は、いずれも身体障害者手帳

所持者となっています。障害の種類は「内部障害」が２人、「聴覚障害・平衡機能

障害」が１人、「聴覚障害・平衡機能障害」と「発達障害」が１人となっています。 

○現在の生活での困りごと・心配ごとについて、「通わせる施設の選択肢が少ない」

「周囲の子どもとの関係」の割合が高い。また、放課後や長期休暇中などの過ごし

方の希望では「療育・福祉サービス」「塾・習い事」「同世代の子どもとの遊び・交

流」の回答が多くみられる。 

（就学児以上 18歳以下の方：問 22①③） 

現在の生活での困りごと・心配ごとについて、「通わせる施設の選択肢が少ない」

が 30.2％と最も割合が高く、次いで「周囲の子どもとの関係」が 27.8％となって

います。 

また、放課後や長期休暇中などの過ごし方の希望では「療育・福祉サービス」「塾・

習い事」「同世代の子どもとの遊び・交流」の回答が多くなっています。 

⑦児童福祉法による障害児通所支援について（未就学児、就学児以上 18 歳以下の方） 

○児童発達支援は回答者の 80.1％が利用している。そのうち、80.9％が今後も利

用を希望している。 

（未就学児：問 23）

児童発達支援は、回答者の 80.1％（176 人中 141 人）が「利用している」と回答

しています。このうち、「（今後も）利用したい」が 80.9％（141 人中 114 人）、「利

用希望はない」が 0.0％、「わからない」が 2.1％となっており、現在の利用者の多

くが継続的な利用を希望しています。 

上段：回答者数、下段：割合 

      児童発達支援 

    （今後も）利

用したい 

利用したい

が、できない

利用希望は

ない 

わからない 無回答 

  全体 176 117 10 10 11 28

66.5 5.7 5.7 6.3 15.9

児童

発達

支援

利用している 141 114 6 0 3 18

80.9 4.3 0.0 2.1 12.8

利用していない 31 3 4 10 8 6

9.7 12.9 32.3 25.8 19.4

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 
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また、現在「利用していない」と回答した 31 人のうち、「（今後も）利用したい」

は３人（9.7％）となっています。その年齢は０歳、４歳、５歳が各１人となって

います。 

○医療型児童発達支援は回答者の 11.9％が利用している。そのうち、76.2％が今

後も利用を希望している。

（未就学児：問 23）

医療型児童発達支援は、回答者の 11.9％（176 人中 21 人）が「利用している」

と回答しています。このうち、「（今後も）利用したい」が 76.2％（21 人中 16 人）、

「利用希望はない」が 0.0％、「わからない」が 4.8％（21 人中１人）となっており、

現在の利用者の多くが継続的な利用を希望しています。 

上段：回答者数、下段：割合 

      医療型児童発達支援の利用希望 

    （今後も）利用

したい 

利用したい

が、できない

利用希望

はない 

わからな

い 

無回答 

  全体 176 26 14 25 25 86

14.8 8.0 14.2 14.2 48.9

医療型児

童発達支

援の利用

状況 

利用している 21 16 2 0 1 2

76.2 9.5 0.0 4.8 9.5

利用していない 82 10 9 23 20 20

12.2 11.0 28.0 24.4 24.4

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 

また、現在「利用していない」と回答した 82 人のうち、「（今後も）利用したい」

は 10 人（12.2％）となっています。その年齢は０歳が２人、３歳が３人、４歳が

２人、５歳が３人となっています。 

○放課後等デイサービスは回答者の 53.7％が利用している。そのうち、82.0％が

今後も利用を希望している。

（就学児以上 18歳以下の方：問 23）

放課後等デイサービスは、回答者の 53.7％（259 人中 139 人）が「利用している」

と回答しています。このうち、「（今後も）利用したい」が 82.0％（139 人中 114 人）

となっており、現在の利用者の多くが継続的な利用を希望しています。なお、現在

の利用者のうち「利用したいが、できない」と回答した６人の通学状況は、「小学

校の通常学級」が３人、「中学校の特別支援学級」が１人、「特別支援学校の高等部」

が２人となっています。 

上段：回答者数、下段：割合 

      放課後等デイサービスの利用希望 

    （今後も）利用

したい 

利用したい

が、できない

利用希望

はない 

わからな

い 

無回答 

  全体 259 128 23 30 41 37

49.4 8.9 11.6 15.8 14.3

放課後等

デイサー

ビスの利

用状況 

利用している 139 114 6 0 4 15

82.0 4.3 0.0 2.9 10.8

利用していない 110 13 16 26 37 18

11.8 14.5 23.6 33.6 16.4

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 

また、現在「利用していない」と回答した 110 人のうち、「（今後も）利用したい」

は 13 人（11.8％）となっています。その通学状況は、下表のとおり小学生が６人

となっていますが、各年齢層に分散しています。 
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○保育所等訪問支援は、未就学児では 3.4％（６人）が利用しており、その半数が

今後も利用を希望している。また、就学児以上 18 歳未満では回答者の 0.4％（１

人）が利用しており、今後も利用を希望している。 

（未就学児：問 23、就学児以上 18 歳以下の方：問 23）

未就学児の保育所等訪問支援は、回答者の 3.4％（176 人中６人）が「利用して

いる」と回答しており、そのうち半数の３人が今後も利用を希望しています。 

上段：回答者数、下段：割合 

      保育所等訪問支援 

    （今後も）

利用した

い 

利用した

いが、でき

ない 

利用希望

はない 

わからな

い 

無回答 

  全体 176 17 11 22 35 91

  9.7 6.3 12.5 19.9 51.7

保育所等訪問

支援の利用状

況 

利用して

いる 

6 3 0 0 2 1

50.0 0.0 0.0 33.3 16.7

利用して

いない 

96 14 9 19 30 24

14.6 9.4 19.8 31.3 25.0

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 

また、現在「利用していない」と回答した 96 人のうち、「（今後も）利用したい」

は 14 人（14.6％）となっています。その年齢は０歳と２歳が各１人、３歳が６人、

４歳と５歳が各３人となっており、３歳から５歳で新規のニーズが想定できます。 

就学児以上 18 歳未満の保育所等訪問支援は、回答者の 0.4％（259 人中１人）が

「利用している」と回答しており、今後も利用を希望しています。 

上段：回答者数、下段：割合 

      保育所等訪問支援 

    （今後も）

利用した

い 

利用したい

が、できな

い 

利用希望

はない 

わからな

い 

無回答 

  全体 259 8 7 58 42 144

  3.1 2.7 22.4 16.2 55.6

保
育
所
等

訪
問
支
援
の

利
用
状
況

利用して

いる 

1 1 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

利用して

いない 

149 7 7 54 41 40

4.7 4.7 36.2 27.5 26.8

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 

また、現在「利用していない」と回答した 149 人のうち、「（今後も）利用したい」

は 7人（4.7％）となっています。その通学状況は、下表のとおりです。 

新規の利用希望者（13 人）の通学状況別人数 

小学校の通常学級 2 人 

6 人 
小学校の通常学級(特別支援教室・通級指導学級) 1 人 

小学校の特別支援学級 1 人 

特別支援学校の小学部 2 人 

中学校の特別支援学級 1 人 
3 人 

特別支援学校の中学部 2 人 

特別支援学校の高等部 4 人 4 人 
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新規の利用希望者（13 人）の通学状況別人数 

小学校の通常学級(特別支援教室・通級指導学級) 2 人 
4 人 

特別支援学校の小学部 2 人 

特別支援学校の中学部 2人 

特別支援学校の高等部 1人 

○利用している障害児福祉サービスの満足度について、各サービスとも「満足」「や

や満足」の回答が多い。

（未就学児：問 24①④、就学児以上 18歳以下の方：問 24①④）

利用している障害児福祉サービスの満足度について、「児童発達支援」（未就学児

のみ 141 人）では、「満足」が 44.0％、「やや満足」が 39.0％となっており、合わ

せて 83.0％が満足しているとみられます。その一方で、「やや不満」が 12.8％、「不

満」が 2.1％となっています。「やや不満」「不満」の理由として、「職員の専門性が

低い」が 61.9％と半数以上となっています。 

「医療型児童発達支援」（未就学児のみ 21 人）では、「満足」が 23.8％、「やや満

足」が 47.6％となっており、合わせて 71.4％が満足しているとみられます。その

一方で、「やや不満」が 23.8％となっています。「やや不満」（５人）の理由として、

「要望・苦情への対応が遅い」と「その他」（事業者や土日の利用の選択肢が少な

い、アクセスが悪く予約がとりづらい）が各２人となっています。 

「放課後デイサービス」（就学児以上 18歳以下の方のみ 139 人）では、「満足」

が 33.8％、「やや満足」が 43.2％となっており、合わせて 77.0％が満足していると

みられます。その一方で、「やや不満」が 18.7％、「不満」が 2.9％となっており、

合わせて 21.6％が不満を感じているとみられます。また、不満を感じている回答者

（30 人）の理由については「職員の専門性が低い」が 43.3％と「個々の状況に合

わせた柔軟な対応ができない」が 30.0％となっています。「その他」が 50.0％とな

っています。「支給日数が少ない」「費用が高い」「“療育”より“学習塾”に思える」「意
識が低い」など、不満が多くみられます。 

保育所等訪問支援（未就学児６人、就学児以上 18 歳以下の方１人）について、

未就学児では「満足」が 66.7％、「やや満足」が 16.7％となっており、「やや不満」

「不満」の回答は 0.0％となっています。また、就学児以上 18 歳以下の方から「や

や不満」の回答を得ています。その理由については「利用したくても品川区の支給

決定が出ないと利用できず、なかなか支給決定が出ない」という区の手続きに対す

る不満となっています。 

○障害児福祉サービスを「利用したいが、利用できない」理由について、未就学児

では「利用方法がわからない」、就学児以上 18 歳以下の方では「その他」（年齢的

な理由、時間が合わない、本人が利用したがらない など）の回答が多い。 

（未就学児：問 25、就学児以上 18 歳以下の方：問 25） 

障害児福祉サービスを「利用したいが、利用できない」理由について、未就学児

（30 人）では「利用方法がわからない」が 46.7％と最も割合が高く、次いで「近

くに施設がない」と「定員に空きがない」が 33.3％となっています。 

また、就学児以上 18 歳以下の方（25 人）では「利用方法がわからない」が 28.0％、

「近くに施設がない」が 20.0％となっています。また、その他 52.0％の声として、

「本人が利用したがらない」「時間が合わない」などがあります。 

未就学児、就学児以上 18 歳以下の方ともに、利用方法についての情報提供の工

夫が必要です。 
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⑧障害福祉サービスの利用状況・利用希望について（未就学児、就学児以上 18 歳以下

の方） 

○障害福祉サービスの利用状況と利用希望を比較すると、５種類のサービスで利用

希望者が多くみられる。 

（未就学児：問 26、就学児以上 18 歳以下の方：問 26） 

障害福祉サービスの利用状況と利用希望を比較すると、下表のとおりとなります。 

未就学児では、「（今後も）利用したい」から「利用している」への割合の上昇が

「居宅介護（ホームヘルプ）」では 5.2 ポイント（1.1％→6.3％）、「短期入所（シ

ョートステイ）」では 6.3 ポイント（1.7％→8.0％）となっています。 

就学児以上 18 歳以下の方では、「居宅介護（ホームヘルプ）」「行動援護」「短期

入所（ショートステイ）」「移動支援事業」「日中一時支援事業」の５サービスで、「（今

後も）利用したい」が「利用している」を５ポイント以上上回っています。この中

で特に「短期入所（ショートステイ）」では 13.9 ポイント（4.6％→18.5％）、「移

動支援事業」では 17.3 ポイント（6.6％→23.9％）上回っており、この２サービス

の利用希望は大きいものとみられます。また、現在「利用している」が 0.0％の「同

行援護」「要約筆記者派遣事業」２サービスでは、「（今後も）利用したい」がそれ

ぞれ 2.3％、3.9％と利用希望がみられます。 

各サービスのうち、「居宅介護（ホームヘルプ）」「短期入所（ショートステイ）」

の２サービスは、未就学児、就学児以上 18 歳以下の方ともに利用希望が比較的大

きいサービスといえます。 

未就学児（176人） 就学児以上 18歳以下の方（259人）

利用している
（今後も）

利用したい
利用している

（今後も）利用

したい

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

居宅介護（ホームヘル

プ） 2 1.1% 11 6.3% 5 1.9% 20 7.7%

同行援護 0 0.0% 6 2.3%

行動援護 1 0.6% 9 5.1% 1 0.4% 15 5.8%

短期入所（ショートス

テイ） 3 1.7% 14 8.0% 12 4.6% 48 18.5%

移動支援事業 17 6.6% 62 23.9%

日中一時支援事業 30 11.6% 52 20.1%

手話通訳者派遣事業 2 0.8% 13 5.0%

要約筆記者派遣事業 0 0.0% 10 3.9%

日常生活用具給付等

事業 18 6.9% 26 10.0%

※「利用している」から「（今後も）利用したい」の割合が５ポイント以上上昇したサービ

スを着色。 

○現在利用している障害福祉サービスの満足度について、概ね「満足」「やや満足」

の割合が高いが、「短期入所」「日中一時支援事業」では「やや不満」の割合が比較

的高い。       

（未就学児：問 27①、就学児以上 18 歳以下の方：問 27①） 

現在利用している障害福祉サービスの満足度について、未就学児では「居宅介護

（ホームヘルプ）」（２人）で「やや満足」、「行動援護」（１人）で「満足」と回答

し、「やや不満」「不満」の回答はみられません。なお、「短期入所（ショートステ

イ）」では、３人中２人が「やや満足」と回答していますが、１人が「やや不満」

と回答しています。 
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就学児以上 18 歳以下の方では、「居宅介護（ホームヘルプ）」と「行動援護」で

は「満足」と「やや満足」のみの回答となっており、その他のサービスでも「満足」

と「やや満足」の比率が高くなっています。その中で比較的「やや不満」「不満」

の高いものは、「短期入所（ショートステイ）」（12 人）では「やや不満」が 33.3％

（４人）、「不満」が 8.3％（１人）となっています。また、「日中一時支援事業」（30

人）では「やや不満」が 26.7％（８人）、「不満」が 3.3％（１人）となっています。 

○現在利用しているサービスについての困りごとについて、「利用できる時間や日

数、回数が少ない」の回答が多い。 

（未就学児：問 27②、就学児以上 18 歳以下の方：問 27②） 

現在利用しているサービスについての困りごとについて、未就学児では「居宅介

護（ホームヘルプ）」（２人）で「利用できる時間や日数、回数が少ない」と「利用

者負担が大きい」が各１人、「短期入所（ショートステイ）」（３人）では、４項目

に各１人（複数回答あり）が回答しています。 

就学児以上 18 歳以下の方では、「居宅介護（ホームヘルプ）」「短期入所（ショー

トステイ）」「移動支援事業」「日中一時支援事業」の４サービスで「利用できる時

間や日数、回数が少ない」が最も高い割合となっています。 

なお、「利用者負担が大きい」の回答について、「居宅介護」で 40.0％、「日常生

活用具給付等事業」や「日中一時支援」で 16.7％となっています。 

○障害福祉サービスを利用しない理由について、各サービスとも「必要がない」の

割合が最も高い。 

（未就学児：問 28、就学児以上 18 歳以下の方：問 28） 

障害福祉サービスを利用しない理由について、各サービスとも「必要がない」の

割合が最も高くなっています。 

その他の回答をみると、各サービスとも「サービスを知らなかった」「利用方法

がわからない」の割合が比較的高く、未就学児が利用できる３サービスでは 16.1％

～21.0％の範囲内で回答がみられます。また、就学児以上 18 歳以下の方では「短

期入所（ショートステイ）」「移動支援事業」において「利用方法がわからない」が

それぞれ 16.1％、18.2％となっており、相談支援のなかで対象者にサービスの内

容・利用方法についての情報提供の工夫が必要です。 

⑨障害に対する理解について（未就学児、就学児以上 18 歳以下の方） 

○障害や病気への差別・偏見について、障害の種類に係わらず、「ときどき感じる」

の割合が高い。      

（未就学児：問 29、就学児以上 18 歳以下の方：問 29）

障害や病気への差別・偏見の感じ方について、未就学児、就学児以上 18歳以下

の方を合算すると、下表のとおりです。 

障害児全体では「ときどき感じる」が 55.2％と半数以上となり、「あまり感じな

い」が 16.6％、「常に感じる」が 16.1％となっています。 

これを障害の種類別でみると、障害の種類に係わらず「ときどき感じる」の割合

が高く、特に「身体障害(肢体不自由)」では 61.8％となり、「常に感じる」（21.8％）

と合わせると 83.6％（55 人中 46 人）が差別や偏見を感じているとみられます。 

また、「常に感じる」と「ときどき感じる」を合わせて「差別・偏見を感じる」

とすると、ほとんどの障害が７割を超えています。中でも「身体障害(視覚障害)」

で 92.9％、「身体障害（肢体不自由）」で 83.6％、「高次脳機能障害」で 80.0％（５
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人中４人）が８割以上となっています。「発達障害」では 69.6％、「その他」では

48.1％となっており、身体障害や知的障害などと比べて、低い割合となっています。 

上段：回答者数、下段：割合 

普段の暮らしの中で、障害や病気への差別・偏見を感じる

とき 

  常に感

じる 

ときど

き感じ

る 

あまり

感じな

い 

まった

く感じ

ない 

わから

ない 

無回答 差別・偏見

を感じる

全体 435 70 240 72 18 23 12 310

16.1 55.2 16.6 4.1 5.3 2.8 71.3

障
害
の
種
類
（
複
数
回
答
）

身体障害(視覚

障害) 

14 5 8 1 0 0 0 13

35.7 57.1 7.1 0.0 0.0 0.0 92.9

身体障害(聴覚

障害・平衡機能

障害) 

35 9 18 1 2 2 3 27

25.7 51.4 2.9 5.7 5.7 8.6
77.1

身体障害(音

声・言語・そし

ゃく障害) 

37 9 20 3 1 2 2 29

24.3 54.1 8.1 2.7 5.4 5.4
78.4

身体障害(肢体

不自由) 

55 12 34 8 0 0 1 46

21.8 61.8 14.5 0.0 0.0 1.8 83.6

身体障害(内部

障害) 

30 6 17 2 3 2 0 23

20.0 56.7 6.7 10.0 6.7 0.0 76.7

知的障害 175 38 100 26 3 4 4 138

21.7 57.1 14.9 1.7 2.3 2.3 78.9

重症心身障害 13 3 7 2 0 0 1 10

23.1 53.8 15.4 0.0 0.0 7.7 76.9

高次脳機能障

害 

5 2 2 1 0 0 0 4

40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 80.0

発達障害 260 40 141 47 7 17 8 181

15.4 54.2 18.1 2.7 6.5 3.1 69.6

その他 27 1 12 9 3 2 0 13

3.7 44.4 33.3 11.1 7.4 0.0 48.1

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 

○品川区の暮らしやすさについて、視覚障害、重症心身障害を除く各障害で「どち

らかというと暮らしやすい」の割合が高い。また、差別・偏見を感じるほど暮らし

にくさを感じる傾向が強い。 

（未就学児：問 31、就学児以上 18 歳以下の方：問 31） 

品川区の暮らしやすさについて、未就学児、就学児以上 18歳以下の方を合算す

ると、下表（２種）のとおりです。 

障害児全体では、「どちらかというと暮らしやすい」が 48.7％と最も割合が高く、

次いで「わからない」が 14.9％、「どちらかというと暮らしにくい」が 13.6％とな

っています。なお、「とても暮らしやすい」と「どちらかというと暮らしやすい」

を合わせて「暮らしやすさを感じる」とすると、61.6％が「暮らしやすさを感じる」

に該当します。 

これを障害の種類別でみると、視覚障害、重症心身障害を除く各障害で「どちら

かというと暮らしやすい」の割合が最も高く、「暮らしやすさを感じる」でみても、

比較的高い割合となっています。また、視覚障害、重症心身障害では暮らしにくさ

を感じる傾向が強いとみられます。 
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上段：回答者数、下段：割合 

品川区は、お子さんやご家族の方にとって暮らしやすいま

ちか 

  とても

暮らし

やすい

どちらか

というと

暮らしや

すい 

どちらか

というと

暮らしに

くい 

暮らし

にくい

わから

ない 

無回答 暮らし

やすさ

を感じ

る 

暮らし

にくさ

を感じ

る 

全体 435 56 212 59 34 65 9 268 93

12.9 48.7 13.6 7.8 14.9 2.1 61.6 21.4

障
害
の
種
類
（
複
数
回
答
）

身体障害(視覚

障害) 

14 1 2 4 3 4 0 3 7

7.1 14.3 28.6 21.4 28.6 0.0 21.4 50.0

身体障害(聴覚

障害・平衡機能

障害) 

35 3 17 3 5 7 0 20 8

8.6 48.6 8.6 14.3 20.0 0.0 57.1 22.9

身体障害(音

声・言語・そし

ゃく障害) 

37 2 12 4 6 10 3 14 10

5.4 32.4 10.8 16.2 27.0 8.1 37.8 27.0

身体障害(肢体

不自由) 

55 6 18 9 9 12 1 24 18

10.9 32.7 16.4 16.4 21.8 1.8 43.6 32.7

身体障害(内部

障害) 

30 5 13 0 2 10 0 18 2

16.7 43.3 0.0 6.7 33.3 0.0 60.0 6.7

知的障害 175 15 77 30 23 27 3 92 53

8.6 44.0 17.1 13.1 15.4 1.7 52.6 30.3

重症心身障害 13 1 3 2 2 4 1 4 4

7.7 23.1 15.4 15.4 30.8 7.7 30.8 30.8

高次脳機能障害 5 0 3 0 1 1 0 3 1

0.0 60.0 0.0 20.0 20.0 0.0 60.0 20.0

発達障害 260 35 132 37 17 32 7 167 54

13.5 50.8 14.2 6.5 12.3 2.7 64.2 20.8

その他 27 1 17 5 1 3 0 18 6

3.7 63.0 18.5 3.7 11.1 0.0 66.7 22.2

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。

品川区の暮らしやすさを差別・偏見の感じ方別でみると、各分類とも「どちらか

というと暮らしやすい」の割合が最も高くなっています。 

このうち、差別・偏見を「常に感じる」では、「とても暮らしやすい」の 7.1％に

対して、「暮らしにくい」は 21.4％と３倍の割合となっています。また、「暮らしに

くさを感じる」でみても、「常に感じる」回答者では 40.0％が該当しますが、差別・

偏見の感じ方が弱くなるほど、「暮らしにくさを感じる」の割合も低くなっていま

す。 

上段：回答者数、下段：割合 

    品川区は、お子さんやご家族の方にとって暮らしやすいまちか

  とても

暮らし

やすい

どちらかと

いうと暮ら

しやすい 

どちらかと

いうと暮ら

しにくい 

暮らし

にくい

わから

ない 

無回答 暮らしや

すさを感

じる 

暮らし

にくさ

を感じ

る 

 全体 435 56 212 59 34 65 9 268 93

 12.9 48.7 13.6 7.8 14.9 2.1 61.6 21.4

差

別

・

偏

見

の

感

じ

方

常に感じ

る 

70 5 26 13 15 11 0 31 28

7.1 37.1 18.6 21.4 15.7 0.0 44.3 40.0

ときどき

感じる 

240 23 126 34 15 40 2 149 49

9.6 52.5 14.2 6.3 16.7 0.8 62.1 20.4

あまり感

じない 

72 17 39 9 2 5 0 56 11

23.6 54.2 12.5 2.8 6.9 0.0 77.8 15.3

まったく

感じない 

18 5 8 0 1 4 0 13 1

27.8 44.4 0.0 5.6 22.2 0.0 72.2 5.6

わからな

い 

23 6 10 1 1 5 0 16 2

26.1 43.5 4.3 4.3 21.7 0.0 69.6 8.7

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。 
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⑩生活の状況・区の施策について（未就学児、就学児以上 18 歳以下の方） 

○障害児支援の重要施策について、「子どもの成長を支える療育・家族支援体制の

充実」が 45.7％。暮らしにくさを感じる回答者では、回答が分散する傾向がみら

れる。          

（未就学児：問 32、就学児以上 18 歳以下の方：問 32）

障害児支援の重要施策について、未就学児、就学児以上 18歳以下の方を合算す

ると、下表のとおりです。 

障害児全体では、「子どもの成長を支える療育・家族支援体制の充実」が 45.7％

と最も割合が高く、次いで「一人ひとりの状況に合わせた支援を行える、サービス

提供体制の充実」が 31.3％、「障害の有無に係わらずともに生活できる、理解と共

感が深まる意識啓発」が 25.7％となっています。 

これを品川区の暮らしやすさ別でみると、「とても暮らしやすい」「どちらかとい

うと暮らしやすい」「どちらかというと暮らしにくい」の３区分では「子どもの成

長を支える療育・家族支援体制の充実」の割合が最も高くなっています。また、「暮

らしにくい」回答者では「障害の有無に係わらずともに生活できる、理解と共感が

深まる意識啓発」が 32.4％（34 人中 11 人）と最も高い割合となっていますが、「子

どもの成長を支える療育・家族支援体制の充実」と「一人ひとりの状況に合わせた

支援を行える、サービス提供体制の充実」がともに 29.4％（34 人中 10 人）となっ

ており、回答が分散しています。 

上段：回答者数、下段：割合 

    障害のある方が地域で安心して暮らしていくため重要な施策（複数回答） 

気
軽
に
相
談
で
き
る
、
相
談
支
援
体
制
の
充
実

地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
お
く
る
た
め
の
、
地

域
生
活
支
援
体
制
の
充
実

子
ど
も
の
成
長
を
支
え
る
療
育
・
家
族
支
援
体

制
の
充
実

緊
急
時
や
災
害
時
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
、
安
心
・
安
全
な
生
活
基
盤
の
確
保

障
害
の
あ
る
方
の
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
人

材
育
成

一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
合
わ
せ
た
支
援
を
行
え

る
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
充
実

一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
て
働
け
る
、
就
労

支
援
体
制
の
充
実

一
人
ひ
と
り
の
権
利
や
尊
厳
を
守
る
、
権
利
擁

護
体
制
の
構
築

障
害
の
有
無
に
係
わ
ら
ず
と
も
に
生
活
で
き

る
、
理
解
と
共
感
が
深
ま
る
意
識
啓
発

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 435 84 102 199 35 49 136 100 18 112 17 1 13

19.3 23.4 45.7 8.0 11.3 31.3 23.0 4.1 25.7 3.9 0.2 3.0

品

川

区

の

暮

ら

し

や

す

さ

とても

暮らし

やすい

56 14 17 31 6 2 8 10 0 17 1 0 2

25.0 30.4 55.4 10.7 3.6 14.3 17.9 0.0 30.4 1.8 0.0 3.6

どちら

かとい

うと暮

らしや

すい 

212 45 48 97 11 28 60 62 12 62 9 1 3

21.2 22.6 45.8 5.2 13.2 28.3 29.2 5.7 29.2 4.2 0.5 1.4

どちら

かとい

うと暮

らしに

くい 

59 11 14 31 6 8 22 8 2 10 4 0 1

18.6 23.7 52.5 10.2 13.6 37.3 13.6 3.4 16.9 6.8 0.0 1.7

暮らし

にくい

34 4 8 10 3 4 10 9 2 11 1 0 4

11.8 23.5 29.4 8.8 11.8 29.4 26.5 5.9 32.4 2.9 0.0 11.8

わから

ない 

65 8 14 27 7 7 32 10 2 12 2 0 1

12.3 21.5 41.5 10.8 10.8 49.2 15.4 3.1 18.5 3.1 0.0 1.5

※各区分において、最も回答が多かった項目を着色。
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○障害児の支援施策（自由意見）について、就学児以上 18 歳未満の方では「サー

ビス・質の向上について」、未就学児では「行政施策・体制について」の回答が多

くみられる。       

（未就学児：問 33、就学児以上 18 歳以下の方：問 33）

障害児の支援施策（自由記述）について記述内容を分類すると、未就学児では「行

政施策・体制について」の内容が最も多く、次いで「サービス・質の向上について」

の内容が多くみられます。また、就学児以上 18歳未満では「サービス・質の向上

について」の内容が最も多く、次いで「行政施策・体制について」の内容が多くみ

られます。 

このうち、「サービス・質の向上について」では、福祉事業所や支援学級の不足、

サービスの支給時間・日数に関する意見が多くみられます。また、「スタッフの専

門性の向上」や「親切な対応」など、事業所の取組みに対する意見もみられます。 

「行政施策・体制について」では、区の職員の対応や、国・都を含めた障害者施

策への不満・要望がみられます。また、「担当職員が少ない」「身近な特別支援学校

から遠方（東京テレポート駅の方）へ区域が変更されるらしい」といった意見もみ

られます。 

このほか、サービスと行政施策の両方にまたがる意見も多く、「放課後等デイサ

ービスの支給量「基本 10 日」の方針を廃止してください。ガイドライン違反です。」

（就学児以上 18歳以下の方、愛の手帳所持者）など、区の施策に対しての具体的

な意見もみられます。 

さらに、少数ですが、他自治体と比較して、サービス支給量の少なさを訴える意

見や、保護者が働き続けられる環境整備に関する意見もみられます。
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